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西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
に
於
け
る
一

行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
付

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管結権

は

じ

め

に

西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
の
発
展
と
、

観
(
序
に
か
え
て
)

第

一

節

序

説

第
二
節
一
九
世
紀
中
期
か
ら
ド
イ
ツ
帝
国
の
終
り
迄
の
行
政
裁
判
所
法

第
一
款
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
草
案
と
行
政
裁
判
所
の
創
設

第
二
款
列
記
主
義
と
一
般
概
括
主
義

第
三
節
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
四
五
年
迄
の
行
政
裁
判
所

第
一
款
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
下
の
行
政
裁
判
所

第
二
款
一
般
概
括
主
義
の
伝
播

第
一
章

一
般
概
括
条
項
の
史
的
概

般
概
括
主
義
と

秋

義

昭

山

第
三
款
ラ
イ
ヒ
の
行
政
裁
判
所

第
四
節
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六

O
年
迄
の
行
政
裁
判
所

第
一
款
南
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
|
〈
の
の
|

第
二
款
イ
ギ
リ
ス
地
区
軍
政
府
命
令
一
六
五
号

-
冨
列
〈
0
・

z
p
g日
l

第
三
款
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
行
政
裁
判
所
法

第
四
款
連
邦
行
政
裁
判
所
法

第
五
款
占
領
下
の
行
政
裁
判
所
法
の
一
般
概
括
条
項

第
五
節
新
連
邦
行
政
裁
判
所
法
(
〈
巾
同
君
主
苫
口
岡
田
m
g
n
y
g
c己
ロ
ロ
ロ
m
l

ぐ
君
。
。
|
)
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第
一
款
法
の
制
定

第

二

款

法

四

O
条
一
項
の
概
括
条
項

一

、

内

容

一

三

特

色

第
三
款
公
法
と
私
池
山

第
二
章
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
の
管
結
権
の
問
題

第

一

節

序

説

第
二
節
民
事
裁
判
所
の
公
法
上
の
管
轄
権

第
一
款
基
本
法
の
管
轄
指
定

一
、
職
務
責
任
請
求

二
、
公
用
収
用
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

三
、
民
事
裁
判
所
の
補
助
的
管
結
権

第
二
款
法
律
に
よ
る
管
轄
指
定

一
、
公
法
上
の
寄
託
に
基
づ
く
財
産
法
上
の
請
求
権
(
以
上
本
号
)

二
、
供
儀
(
〉
戸
『
D
又
2
c口
問
)
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

三
、
警
察
法
上
の
規
定
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

四
、
ド
イ
ツ
営
業
法
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

五
、
連
邦
伝
染
病
予
防
法
及
び
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
よ
る
損
失
補
償

資

請
求

六
、
郵
便
・
電
信
事
件

七
、
司
法
行
政
行
為

八
、
か
ル
テ
ル
行
政
事
件

九
、
戸
籍
事
件

十
、
建
築
地
事
件

士
、
公
証
人
事
件

士
寸
弁
護
土
事
件

十
一
ュ
、
強
制
拘
留
決
定

第
三
節
指
定
規
定
の
類
型

第
四
節
指
定
規
定
の
合
憲
性
の
考
察

第
五
節
指
定
規
定
の
合
目
的
性
の
考
察

第

三

章

結

章

第
一
節
問
題
の
所
在

第

二

節

結

論
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め

じ

一
、
諸
国
の
行
政
訴
訟
制
度
は
、
国
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
制
度
を

構
成
し
て
い
る
0

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
等
の
い
わ
ゆ
る
大
陸
型
行
政
訴
訟
制

度
は
、
伝
統
的
に
行
政
争
訟
の
裁
断
を
司
法
裁
判
所
の
権
限
か
ら
除
外
し
、

制
度
的
に
、
通
常
の
行
政
系
統
か
ら
多
少
と
も
分
離
さ
れ
た
地
位
を
有
し
、

司
法
裁
判
所
に
類
似
し
た
訴
訟
手
続
と
構
成
を
有
す
る
行
政
裁
判
所
を
設
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
作
用
の
法
適
合
性
の
確
保
と
、
人
民
の
公
権
力
に

よ
る
権
利
侵
害
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
行
政
国
家
・
〈
耳
目

者
白
}
宮
口
問
ω
ω
g
mけ
)
。

」
れ
に
反
し
、
い
わ
ゆ
る
英
米
法
系
の
諸
国
で
は
、
公



法
と
私
法
の
対
立
を
原
理
的
に
認
め
な
い
「
法
の
支
配
」
の
原
理
の
下
に
、

行
政
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
そ
の
裁
断
を
司
法
裁
判
所
の
権
限
と
す
る
制
度
を

と
っ
て
き
た
の
で
あ
る
(
司
法
国
家

-
T
2
5
g巳
〉
。
そ
し
て
、
こ
の
相
違

)
 -
(
 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
、
技
術
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
、
沿
革
的
理
由
に

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
が
行
政
の
法
的
統
制
と
国
民
の
権
利

保
護
に
適
す
る
か
は
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
一
長
一
短
で
抽
象
的

に
は
決
し
得
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
明
治
憲
法
下
に
於
け

る
我
国
の
行
政
裁
判
制
度
は
、
こ
の
う
ち
前
者
の
制
度
に
な
ら
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
現
行
憲
法
は
こ
れ
を
廃
止
し
、
英
米
型
を
採
用
す
る
に
至
っ
た

も
の
で
あ
る
(
憲
法
七
六
条
・
一
項
・
二
項
)
。

二
、
ド
イ
ツ
に
行
政
裁
判
所
が
初
め
て
設
置
さ
れ
た
一
八
六
三
年
(
ハ

I
デ

ン
〉
以
来
、
行
政
裁
判
所
の
地
位
は
、
組
織
的
・
機
能
的
に
著
し
い
変
化
を

み
せ
て
き
た
。
殊
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
、

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
の
各
占
領
地
区
で
制
定
、
施
行
さ
れ
た
行
政
裁
判
所

法
は
、
そ
の
意
味
で
、
ひ
と
つ
の
画
期
的
飛
躍
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、

般
に
行
政
訴
訟
事
項
に
関
し
て
、

い
わ
ゆ
る
列
記
主
義

(
H
W
D
E
出
耳
ω
t
o
g
-

G5NFU)
を
採
用
し
、
行
政
裁
判
所
の
権
限
も
狭
く
解
さ
れ
て
い
た
従
来
の

伝
統
的
な
行
政
裁
判
制
度
を
反
省
し
、

一
般
概
括
条
項
(
の
2
0
E
E
E
E
)

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
限
は
増
大
し
た
。

一
九
四
九
年
に
制

定
さ
れ
た
ボ
ン
基
本
法
も
、
そ
の
よ
う
な
行
政
裁
判
所
の
地
位
を
、
通
常
裁

判
所
と
並
ん
で
裁
判
権
の
一
分
肢
を
担
当
す
る
独
立
の
裁
判
所
と
し
て
規
定

す
る
に
至
っ
た
(
基
本
法
二

O
条
二
項
、
九
二
条
二
項
、
九
六
条
一
項
)
。

す
な
わ
ち
、
抗
告
訴
訟
た
る
と
当
事
者
訴
訟
た
る
と
を
間
わ
ず
、

政
訴
訟
は
、
原
則
的
に
、
統
一
的
裁
判
権
の
一
分
肢
た
る
行
政
裁
判
所
の
管

一
切
の
行

轄
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
二
、
こ
の
よ
う
に
、
行
政
裁
判
所
の
地
位
は
、
戦
後
一
変
し
た
。
戦
前
の
行

政
裁
判
の
官
僚
的
性
格
か
ら
、
行
政
の
法
的
統
制
と
同
時
に
、
人
民
の
権
利

保
護
に
積
極
的
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
司
法
救
済
的
、
自
由
主
義
的
性
格
へ

の
脱
皮
の
持
つ
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。
そ
れ
は
、
制
度
的
に
も
、
機
能
的

に
も
、
新
し
い
ド
イ
ツ
刑
走
行
政
裁
判
制
度
へ
の
移
行
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し

戦
後
数
年
を
経
過
す
る
な
か
で
、
こ
の
、
各
ラ
ン
ト
で
ま
ち
ま
ち
の
行
政
裁

判
所
法
を
、
連
邦
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
動
き
、
そ
し
て
運
用
上
生
じ
た
欠

陥
を
是
正
す
る
意
味
で
、
規
定
を
よ
り
充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ

た。

一
九
五

O
年
頃
か
ら
現
わ
れ
た
こ
の
動
き
は
、
や
が
て
、
一
九
六

O
年
の

統
一
的
連
邦
行
政
裁
判
所
法

2
2
5
F
E
m
m間
g
n
z
s
E
E品
・
〈
-N--r

Hus-〈
4
4
0
0
|
)

の
制
定
施
行
へ
と
結
実
す
る
に
至
り
、
今
日
の
特
色
あ

る
行
政
裁
判
制
度
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
〈
垣
。
。
四

O
条
一
項
の
概
括
条
項
は
、
「
憲
法
上
の
争
い
を
除
く
全
て

北i*t色(3・Hi5)571 



料

の
公
法
上
の
争
い
は
、
他
の
裁
判
所
の
管
轄
が
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い

限
り
、
行
政
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
原
則
と
し
て

一
切
の
公
法
上
の
争
い
を
行
政
裁
判
所
が
管
轄
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
て

資

い
る
。
そ
し
て
今
日
、
ド
イ
ツ
に
於
い
て
は
、
こ
の
規
定
の
下
で
、
行
政
裁

判
所
と
民
事
裁
判
所
の
管
轄
分
配
の
基
準
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
大
き

な
問
題
が
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
「
公
法
上
の
争
い
」

と
い
う
行
政
裁
判
所
の
権
限
を
画
す
る
概
念
が
何
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、

公
法
と
私
法
を
区
別
す
る
一
般
的
な
標
準
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
第
二

次
大
戦
後
に
於
げ
る
行
政
機
能
の
拡
大
に
伴
な
い
、
い
わ
ゆ
る
生
活
配
慮

吉
田
お
E
2
2
8
a巾
)
行
政
の
領
域
に
於
け
る
事
件
を
ど
の
様
に
と
り
扱
う

べ
き
か
の
問
題
、
い
い
か
え
れ
ば
、
行
政
裁
判
所
と
司
法
裁
判
所
の
権
限
分

配
の
基
準
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
所
の
管
轄
分
配
基
準
た
る
公
役
務

(
お
同
三
月
切
手
ロ
ロ
)
の
観
念
を
導
入
す
べ
き
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て

第
三
の
問
題
は
、
公
法
上
の
争
い
で
あ
る
と
学
問
的
に
認
め
ら
れ
な
が
ら
、

民
事
裁
判
所
に
判
決
権
限
が
指
定
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
指
定
に
よ
る

民
事
訴
訟
事
件
」

(
N
E
S
3
8
9
2
Zロ
r
s
p
N
E若
宮

g四
)
の
-
評
価
の
問

題
で
あ
る
。
現
在
、
多
く
の
公
法
上
の
争
い
が
、
民
事
裁
判
所
の
管
樗
権
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
指
定
規
定
は
、
民
事
裁
判
所
に
劣
ら
ず

完
備
し
た
組
織
と
手
続
を
有
す
る
現
在
の
行
政
裁
判
権
の
下
で
、
ど
れ
程
の

妥
当
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
主
と
し
て
公
法
同
主
唱
の
間
で
、
最
近
強
く
そ
の

合
目
的
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

五
、
こ
の
論
文
に
於
い
て
は
、
そ
の
最
後
の
問
題
に
限
定
し
た
。
現
在
、
一

定
の
公
法
上
の
争
い
が
、
基
本
法
を
も
含
め
て
、
法
律
に
よ
っ
て
他
の
裁
判

所
、
特
に
民
事
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
例
は
か
な
り
多
い
。
そ
の
こ

と
は
、
公
法
と
私
法
の
区
別
の
標
準
を
め
ぐ
っ
て
今
だ
定
説
を
み
る
こ
と
な

く
紛
叫
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
裁
判
管

轄
分
配
の
技
術
的
、
便
宜
的
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
も
あ
ろ
う
ー
し
か
し
中

に
は
、
指
定
さ
れ
た
動
機
が
、
明
ら
か
に
、
以
前
の
、
行
政
と
組
織
的
に
結

び
つ
き
、
裁
判
官
の
職
務
上
、
身
分
上
の
保
障
も
な
く
、
権
限
も
出
一
跡
事
項

が
列
挙
主
義
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
た
時
代
の
行
政
裁
判
権
の
理
解
の
下

に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
今
な
お
立
法
に
存
続
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
も

そ
の
こ
と
は
、

民
事
裁
判
所
の
管
轄
と
し
な
け
れ
ば
、

人
民
の
権
利
救
済

が
は
か
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
的
、

制
度
的
背
景
、

及
び
、

そ
う
い
っ
た
歴

史
的
事
情
に
支
え
ら
れ
て
、
判
例
、
学
説
の
上
に
確
立
さ
れ
た
「
国
庫
説
」

(
明
昨
日
向
日
子

2
日
)
と
の
思
想
的
結
び
つ
き
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た

め
に
、
最
近
の
公
法
学
者
の
間
で
は
、
こ
の
極
め
て
完
備
さ
れ
た
行
政
裁
判

権
と
指
定
規
定
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
着
目
し
、
指
定
規
定
自
体
の
合
目
的
性

と
、
そ
れ
か
ら
生
ず
る
実
際
的
問
題
に
論
議
が
集
中
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

北法18(3・166)572 



る。六
、
こ
の
問
題
に
入
る
に
先
立
ち
、
予
備
的
知
識
と
し
て
、
ド
イ
ツ
行
政
裁

(1) 

判
所
法
そ
れ
自
体
の
変
遷
の
跡
、
特
に
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
及
び
制
度

的
地
位
、
機
能
が
ど
う
変
化
し
て
き
た
の
か
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

ぅ
。
第
一
章
で
は
、
そ
の
た
め
に
序
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
行
政
裁
判
所
が
創

設
さ
れ
て
以
来
、
今
日
の
制
度
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
発
展
過
程
を
た
ど
る

こ
と
に
あ
て
た
。
第
二
章
で
は
、
現
在
の
多
く
の
管
轄
権
指
定
規
定
を
、
個

別
的
立
法
毎
に
分
類
し
、
指
定
さ
れ
た
背
景
、
及
び
、
民
事
裁
判
所
の
管
轄

権
を
根
拠
づ
け
る
と
こ
ろ
の
理
論
的
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
最
後

に
、
第
三
章
で
は
、
以
上
の
様
な
縦
と
横
の
知
識
的
蓄
積
の
上
に
立
っ
て
、

あ
ら
た
め
て
、
喧
定
規
定
の
合
憲
性
、
合
目
的
性
の
観
点
か
ら
評
価
を
加
え

管
轄
分
配
を
め
ぐ
る
問
題
点
の
注
出
と
若
干
の
試
案
を
紹
介
す
る
。

七
、
こ
の
研
究
を
始
め
る
に
至
っ
た
決
定
的
動
機
と
な
っ
た
の
は
、
南
博
方

先
生
の
「
行
政
裁
判
制
度
l
ド
イ
ツ
に
於
け
る
成
立
と
発
展
」

(
有
斐
閣
・

昭
和
三
五
年
)
を
読
ん
だ
こ
と
で
あ
り
、
先
生
の
学
問
的
、
実
証
的
精
密
な

考
察
態
度
に
感
銘
を
受
け
た
と
同
時
に
、
こ
の
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
と
い
う

非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
、
我
国
の
行
政
争
訟
制
度
と
の
比
較
の
点
に
輿

味
を
持
っ
た
。
南
先
生
は
こ
の
書
で
、
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
制
度
の
形
成
及
び

発
展
の
過
程
を
歴
史
的
背
景
に
即
し
て
追
跡
し
て
お
ら
れ
る
が
、
最
後
に
行

政
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
と
限
界
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
若
干
触
れ
て
お
ら

れ
る
。
し
か
し
、
先
生
の
問
題
提
起
は

〈
巧
の
。
制
定
以
前
の
も
の
で
あ

っ
た
し
、
あ
く
ま
で
問
題
提
起
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

私
は
、
当
時
、
予
想
あ
る
い
は
希
望
の
範
囲
を
出
な
か
っ
た
〈
君
。
。
に

於
け
る
管
轄
規
定
が
、
こ
の
間
題
に
ど
う
答
え
た
か
を
出
発
点
と
し
て
、
更

に
詳
細
な
研
究
を
し
て
み
た
い
と
い
う
の
が
私
の
当
初
の
願
い
で
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
結
果
的
に
、
現
在
の
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
制
度
に
於
い
て
表
面
化
し

て
き
て
い
る
問
題
点
を
、
単
純
に
紹
介
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
足
り
な
い
論
文
が
、
今
後
の
私
の
研
究
へ
の
足

が
か
り
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
の
発
展
と
、

第
一
章
概
括
条
項
の
史
的
概
観
(
序
に
か
え
て
〉

般

第
一
節

序

説

一
八
六
三
年
、
パ
l
デ
ン

(
F
E
)
に
行
政
裁
判
所
が
設
置
さ
い
川
v

形
式

的
音
山
義
の
行
政
裁
判
権
が
ド
イ
ツ
に
初
め
て
創
設
さ
れ
て
以
来
、
ド
イ
ツ
各

ラ
ン
ト
に
は
、
相
次
い
で
、
行
政
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
ラ

ン
ト
の
実
定
法
上
の
相
違
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
に
は
、
学
説

北法18(3・167)573



料

の
上
に
、
二
つ
の
大
き
な
理
論
的
傾
向
、
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘

(
3〉

さ
れ
て
い
る
。

資

主
と
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
行
政
裁
判
に
関
す
る
考
え
方
は
、
そ
の
実
定

法
秩
序
を
前
提
と
U
て、

0
・
マ
イ
ヤ
l
、
0
・
ミ
ュ

l
ラ
l
、
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
ス
、
シ
ェ

l
ン
、
ツ
オ
ル
ン
等
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

行
政
裁
判
の
権
利
保
護
的
側
面
よ
り
は
、
そ
の
行
政
督
監
的
色
彩
、
な
い

L

自
己
抑
制
的
性
格
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
'
も
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
的

帰
結
と
し
て
は
、
行
政
裁
判
も
ま
た
、
行
政
の
伊
用
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
行
政
事
件
の
審
理
を
担
当
す
る
行
政
裁
判
所
の
設
置
を
肯
定
し
、
列

記
主
義
(
何
E
B
R
E
D
E胃
5NM℃
)
の
採
用
は
、
そ
れ
故
に
是
認
さ
れ
、
行

政
庁
の
由
由
裁
量
に
属
す
る
問
題
の
審
理
も
、
行
政
裁
判
の
本
質
に
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
に
反
し
て
、
南
ド
イ
ツ
の
諸
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
に
関
す
る

考
え
方
は
、
や
は
り
そ
の
実
定
法
秩
序
の
基
盤
の
上
に
立
ち
、
ザ
ル
ヴ
ァ
ィ
、

ギ
l
ゼ
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
、

W
-
イ
ヱ
リ
ネ
ッ
ク
、
フ
オ
ル
ス
ト
ホ
フ
等
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
政
裁
判
の
裁
判
機
関
的
性

格
を
強
調
し
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
次
の
こ
と
を
提
唱
す
る
。
す
な
わ

ち
、
行
政
裁
判
の
本
質
は
、
公
権
の
保
護
、
個
人
の
権
利
保
護
、
及
び
客
観

的
な
行
政
法
規
の
維
持
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
よ
り
完
全
に
分

離
さ
れ
た
、
独
立
の
裁
判
所
を
設
け
る
必
要
が
生
じ
、
し
か
も
一
般
統
括
主

義
(
の
g
o
S
F
E
E
S
の
採
用
が
理
想
で
あ
る
と
し
、
行
政
庁
の
自
由
裁
量

伺
題
は
、
行
政
裁
判
所
の
審
理
権
よ
り
除
外
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
る
る
。

共
に
、
行
政
裁
判
所
の
設
置
と
い
う
点
で
は
共
通
点
を
も
ち
な
が
ら
、
行

政
裁
判
の
本
質
に
関
し
て
は
、
相
異
な
る
二
つ
の
大
き
な
理
論
的
傾
向
が
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
後
の
行
政
裁
判
制
度
の
発
展
の
上

に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
の
は
、
主
と
し
て
、
後
者
の
、
す
な
わ
ち
、
南
ド

イ
ツ
諸
ラ
ン
ト
の
実
定
法
秩
序
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
た
理
論
的
傾
向
で

あ
っ
た
。
特
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
行
政
裁
判
所
の
抜
本
的
改
革
に
際
し
て

は
、
こ
の
考
え
方
が
強
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

通
常
裁
判
所
の
構
成
に
関
し
て
、
包
括
的
な
規
定
を
し
て
い
る
の
は
、

八
七
七
年
の
「
裁
判
所
構
成
法
」
(
の
2
E
w
g〈
R
F
E
g
m
m悶
2
2
N
-
〈

凶

叶

・

同

お
ゴ
)
で
あ
っ
て
、
法
一
三
条
は
、
全
て
の
私
法
上
の
争
い
を
、
原
則
と
し

(
G
)
 

て
、
通
常
裁
判
所
の
管
轄
に
よ
ら
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
通
常
裁
判
所
に

於
げ
る
手
続
を
定
め
る
も
の
は
、

民
事
訴
訟
法

(N5一
明
言
。
∞
2EEmit--

N

旬。i)
や
刑
事
訴
訟
法
(
∞

5
『℃
8
見
守
己
ロ
ロ
ロ
間
宮
司
O
l
)
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
法
は
、
た
び
た
び
改
正
さ
れ
た
と
は
云
え
、
今
な
お
効
力
を
有
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
較
べ
て
、
行
政
裁
判
所
法
の
方
は
、
連
邦
に
統

一
的
行
政
裁
判
所
が
成
立
す
る
ま
で
に
、
約
一

O
O年
の
年
月
を
要
し
て
い

北法18(3・168)574



る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
政
裁
判
所
自
体
が
「
非
常
に
変
り
や
す
い
運
命
に
生

A
ぺ
時

a
w

ま
れ
つ
い
て
い
だ
い
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
や
は
り
、
行
政
裁
判
そ

の
も
の
の
持
つ
性
格
が
、
時
の
国
家
権
力
と
政
治
的
に
結
び
つ
き
、
あ
ら
ゆ

)
 
-(
 

る
意
味
で
不
備
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

基
本
法
九
六
条
一
項
は
、
行
政
裁
判
権
(
〈
巾
円
君
主
苫
品
目
m
g
n
r
t
g長
2)

の
領
域
に
、
連
邦
高
等
行
政
裁
判
所
の
設
置
を
義
務
づ
け
、
そ
れ
が
裁
判
権

の
一
分
肢
を
担
当
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
〈
君
。
。
一
条
は
「
行
政
裁
判

権
は
、
独
立
の
、
行
政
官
庁
か
ら
分
離
さ
れ
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ

る
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
制
度
的
地
位
を
明
ら
か
に
し
た
。

従
っ
て
、
今
日
、
行
政
事
件
(
公
法
上
の
争
い
)
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し

て
、
行
政
裁
判
所
が
、
通
常
裁
判
所
と
全
く
対
等
の
裁
判
所
と
し
て
裁
判
権

を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。

行
政
事
件
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
司
法
機
関
の
外
に
あ
り
、
む
し
ろ

行
政
系
統
に
属
す
る
特
殊
の
機
関
を
設
け
て
為
さ
し
め
る
裁
判
所
か
ら
、
今

度
は
、
行
政
系
統
か
ら
少
な
く
と
も
分
離
さ
れ
、
様
々
な
裁
判
権
の
一
部
門

を
担
当
す
る
裁
判
所
で
の
裁
判
へ
の
移
行
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
的
・
歴
史
的

事
情
を
背
景
に
し
て
生
じ
、
し
か
も
そ
の
事
実
は
、
管
轄
権
の
問
題
を
考
察

す
る
に
際
し
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

以
下
、
符
政
裁
判
所
の
権
限
を
決
定
す
る
訴
訟
条
項
の
変
転
の
跡
を
追
い

な
が
ら
、
約
一

O
O年
あ
ま
り
の
行
政
裁
判
所
の
発
展
過
程
を
考
察
し
て
ゆ

き
た
い
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
、

1. 

行
政
裁
判
所
が
初
め
て
出
現
し
た
、

国
の
終
り
ま
で

一
九
世
紀
中
期
か
ら
、
ド
イ
ツ
帝

2. 

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
下
の
一
九
一
九
年
か
ら
、
敗
戦
に
至
る
一
九
四
五
年

ま
で

3. 

戦
後
、
そ
し
て
、
基
本
法
制
定
を
経
て
、
統
一
的
連
邦
行
政
裁
判
所
法

(
〈
君
。
。
)
制
定
に
至
る
ま
で

4. 

〈
耳
の
O
制
定
(
一
九
六

O
年
)
後
、
今
日
に
至
る
ま
で

の
四
時
代
に
区
分
し
、
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

円

(
1
)

の
2
2
N
〈・印・

o
r
g
r
2・
H

∞∞
ω・(司
2
m
p
o『
『
山
戸
0
7同

r
g
r
ι
g

〈巾円耳目】門戸口開田町巾
nyg
∞
-
〉
Z
『・

ω
-
h
r
出
・
巧
o-問
問

U

〈
2
5
-
Z口問日・

5
n
Z
口
同
・
伊

ω
印由・)

(2)
出
-
m
n
E
E
U
開
口
乱
立
与

2
5
E
E
2
2
F
E
-
-口
宮
〈
2
5
p
g岡田・

m
g
n
z
m
g円
宮
町
一
』
N
・
5
2
ω
・叶

ω・
が
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
の
歴

史
的
形
成
過
程
に
詳
し
い
。

(
3
)
南
博
方
「
行
政
裁
判
制
度
i
ド
イ
ツ
に
於
け
る
成
立
と
発
展
」

祁
三
五
年
・
有
斐
閣
)

司
c
g円7
0
口
町
内
f
m
M
・
C-ω
・台可一回同『・

。
・
宮
口
一
一
2
u
ロ芯∞-何回コロ

L
2
〈
め
門
者
己
Z
=岡
正
常
『
片
山
文
一
ぬ
問
。

E
戸内一

4 

昭
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料

L
g
〈

2者ロ一門戸ロ岡田
2
2芝
q
p
r
Bロω
ロロ己阿国
ν
3
2
-
w
良川

-MgHNRZ.

(
5
)

声
豆
一

z
r
引
の
開
目
立
N
w

の
2
2
5
E
3邑
E
m
E
E
N
z
n
r
z
-

ロ
Hmr巾耳目
2
1
4
4
白問ロロ四・

ω・]戸市出口
1

『同・

(
6
)

裁
判
所
構
成
法
・
十
三
条

「
一
切
の
民
事
事
件
及
び
刑
事
事
件
は
行
政
官
庁
あ
る
い
は
行
政
裁
判

所
の
権
限
が
成
立
し
、
又
は
ラ
イ
ヒ
の
法
律
を
も
っ
て
特
別
の
裁
判
所

に
属
せ
し
め
、
も
し
く
は
許
し
た
る
も
の
の
他
、
通
常
裁
判
所
に
属
す

る
。
」

(
7
)

出・

ω円
r
氏。吋

U
F
P
0・
ω・
Ja・

資

第
二
節

一
九
世
紀
中
期
か
ら
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
終
り
迄
の
行

政
裁
判
所
法

第
一
款

フ
ラ

γ
ク
フ
ル
ト
憲
法
草
案
と
行
政
裁
判
所
の
創
設

一
八
四
八
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
草
案
(
司
自
ロ

r
p忠
良
〈

2
F
E
5悶
m-

「
行
政
裁
判

2
0
3
E
F
E岡田河口
r
z
z
a巾)は

廃
止
す
る
。
全
て
の
権
利
侵
害
は
、
裁
判
所
が
裁
判
す
る
」
と
規
定
し
て
い

(
2〉た
。
こ
こ
で
云
う
行
政
裁
判
と
は
、

E
2
2
5
 一
八
二
条
は
、

一
九
世
紀
初
頭
か
ら
、
中
・
南
ド
イ
ツ

の
各
ラ
ン
ト
に
於
い
て
設
置
さ
れ
、
「
行
政
司
法
」
(
同
岳
民
ロ
宮
皇
民
』

gZN-

の
名
の
下
に
総
括
さ
れ
て
い
た
行
政
裁
判
を
指

す言邑
O~ 3 

そ e:
し号
て~

包 E
憲~.
法~

草
案
で
;z:;; 
う
ー「

裁
判
FJr 
しー

(の

awZ)
と
は
、
明

ら
か
に
通
常
裁
判
所
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
か
ら
う
か
、
か
え
る
こ

と
は
、
司
法
国
家
制
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
治
国
家

(
m
R
E
E
E門)

A
ぺ

4
〉

の
実
現
が
望
ま
れ
た
の
で
あ
る
o

こ
の
考
え
の
最
も
代
表
的
主
張
者
は
、
オ

(

W

O

J

 

ヅ
ト

l
・ぺ

l
ル

(
0
5
E
F
)
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
行
政
官
庁
の
違
法
行

為
に
つ
い
て
も
、
民
事
、
刑
事
の
裁
判
と
同
じ
く
、
司
法
裁
判
所
に
於
い
て

門

6
)

審
理
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
o

し
か
し
な
が
ら
、
後
の
ド
イ
ツ
帝
国
の

ほ
と
ん
ど
全
ラ
ン
ト
で
、
法
治
国
家
の
実
現
の
た
め
に
別
の
道
が
と
ら
れ
た

R
-
グ
ナ
イ
ス
ト
(
列
邑
c
ロ
〈
E
C
5
E
)
の
功
績
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
。
彼
は
、
一
八
六

O
年
頃
よ
り
、
ベ
l
ル
の
、
通
常
裁
判
所
に

〔

7
v

よ
る
行
政
の
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
考
え
方
を
批
判
し
て
い
た
。
す
お
わ
ち

の
は
、

彼
は
、
行
政
庁
に
行
政
裁
判
所
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
に
よ
る
行

政

(
C
E
S
S
E
-位向。
E
L
2
〈

R
S
F
g
m
)
の
保
障
が
得
ら
れ
る
こ
と
を

円

8
)

唱
え
、
結
局
、
こ
の
行
政
国
家
主
義
者
で
あ
る
グ
ナ
イ
ス
ト
の
理
論
が
勝
を

制
し
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
全
ラ
ン
ト
に
行
政
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
お
山
こ
の
行
政
国
家
観
の
論
拠
と
な
り
、
そ
れ
を
享
え
た
要
因
の
な
か

に
、
当
時
の
公
法
の
体
系
的
形
成
、
及
び
発
展
が
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
存

在
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

行
政
裁
判
所
創
設
の
口
火
は
、

ハ

l
Jア
ン

回
ω【
同
伶
口
(
。
宮
内
定
〈
・
印
-
H
0・

zg)
で
切
ら
れ
、
そ
の
後
、
十
数
年
の
問
に
、
ヘ
ッ
セ
ン
司

g
g
(の
守

北法18(3.170)576



Z
C
〈
-
Z
-
r
H∞
叶
向
山
)
、
プ
ロ
イ
セ
ン

-MHmzag同
(
の
巾
以
内
定
〈
-
W
N
】∞吋一位、

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
当
身

5
B
g
a
(の
巾
認
定
〈
・
回
目
・

5
5
5、
パ
イ

エ
ル
ン
宮
三
日
(
の

g
m
F
〈
・
∞
・
∞
-

H
∞
斗
∞
)
へ
と
波
及
し
、

ア
ン
ハ
ル
ト

)
 

唱
E
A(
 
〉ロ

E
一
件
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
で
ハ
イ
ク

F
2
5各
毛
色
町
で
も
設
立
す
る
に
至
つ

(日〉た。

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

(
1
)

こ
の
規
定
の
起
草
に
あ
た
っ
て
は
、
激
し
い
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た

ょ
う
で
あ
る
。
「
こ
の
規
定
は
一
八
四
八
年
一

O
月
一
一
日
フ
ラ
ン
ク

ア
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
γ
の
ド
イ
ツ
国
民
会
議

(
Zえ
-
o
E
Z
O
H
E
S
E
-

-E伺
)
第
九
五
会
議
第
一
読
会
に
於
い
て
多
数
を
も
っ
て
採
択
さ
れ

た
。
国
民
会
議
に
於
い
て
は
、
こ
の
規
定
の
採
択
を
め
ぐ
る
具
体
的
な

論
争
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
起
草
し
た
憲
法
委
員
会
に
於
い

て
は
、
は
げ
し
い
意
見
の
対
立
の
あ
っ
た
こ
と
が
文
献
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
」
(
南
・
前
掲
七

O
頁〉

(
2
)

ブ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
は
結
局
施
行
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
山

回
凡
凪
「
ド
イ
ツ
近
代
憲
法
史
」
一
八
・
一
九
頁
。

(
3
)

行
政
司
法

(
t
s
z
Z
E
t
aユgtN)
と
は
、
争
い
の
裁
断
・
権
利
の

保
護
を
行
政
よ
り
独
立
か
つ
特
別
の
裁
判
所
を
設
け
る
の
で
な
く
、
特

別
の
構
成
と
手
続
を
有
す
る
行
政
官
庁
そ
の
も
の
が
行
な
う
と
い
っ
た

制
度
を
総
括
し
、
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
ゲ
ハ
イ
メ
ラ

l
ト
(
の
0
7
2
・

5
巾
悶
え
)
ヘ
ヅ
セ
ン
の
国
参
事
院

(ωSE可
忠
)
及
び
行
政
司
法
府

(〉
ι
g
5
2片
岡
田
丘
町
吉
田
己
Nra)
、
バ
イ
エ
レ
γ
の
ゲ
ハ
イ
メ
ラ

l
ト
(
の
守

rmEHHO
問
主
)
壮
一
す
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
市
，
c
E
F
o
ロ
h

h

p

ロ・

0
・∞
-NE-

(
4
)

し
か
し
同
時
に
、
特
別
な
行
政
裁
判
の
形
で
効
果
的
な
行
政
の
法
的

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
現
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
声
が
な
い
で
も
な
か
っ

た
。
例
え
ば
パ
パ
イ
ラ

l

(
巧

巴

2
)
は
云
う
「
行
政
の
領
域
で
は
、

公
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
民
事
裁
判
官
に
は
適
さ
な

い
事
件
が
や
は
り
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
行
政
司
法
の
名

の
下
の
裁
判
官
が
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
巧
色
。
ご

d
r
2
ι
吊

P
E
N
g
昔
話

3]苫
品

5
2ロ邑
F
ω
・
ぉ
・

(
5
)

司

C
E
r
o『
ご
白
・
白
・

0
・
ω・
令
。
・

(
6
)
0
2
0
回
位
「
片
山
口
氏
河
内
口
「
門
回
国
宮
田
F
H∞
白
血
・
こ
の
書
で
ベ
ー
ル
は
、

行
政
の
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
最
高
審
に
於
い
て
の
み
、
通
常
裁
判

所
に
よ
る
裁
判
が
望
ま
し
い
と
主
張
し
て
い
る
。

.
巧

-
E
Eロ
岳
山
手
ヨ
岳
ロ
ロ
何
回
同
R
Z・
ω・
丘
町
四
・

∞
ω
号
q
h
u
a
。
ほ
め
口
伸
一
昨
r
o
M
U
n
r門
E
L
仏
ぽ
〈
。
ミ
臼
}
同
ロ
ロ
間
的
円
。
口
r
z
a

間以己目問。・

ω・
H
H
由

民

7.

(
7
)

グ
ナ
イ
ス
ト
の
次
の
一
連
の
著
書
に
よ
る
。

間口何一
Mmrg
〈伶同町民間
5
m
m
lロ
ロ
仏
〈
同
門
司
凶
一
門
戸
ロ
mmHO口
宮
・
呂
町
。
・

〈
巾
ヨ
臼

-
Z口問
-YEN-
ロロ門
H
H
U
n
y
g
d
z
m
-
同∞

S-

U
2
H
N
R
r
gえ
E
F
H∞斗
N・
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(
8
)

具
体
的
に
グ
ナ
イ
ス
ト
は
、
「
法
律
に
よ
る
行
政
の
保
障
は
行
政
を

司
法
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
権
利

保
護
の
目
的
に
沿
っ
て
、
行
政
自
体
の
再
組
織
の
中
に
見
出
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
行
政
裁
判
所
を
作
り
、
法
律
や
行
政
に
精



料

通
し
た
人
を
置
い
て
そ
の
任
に
当
た
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し

た
。
(
国
-
m
n
r民
2
u
白
・
問
。
・

ω
・叶
ω)

(
9
)

通
説
で
あ
る
。
し
か
し
南
先
生
は
、
こ
の
通
説
に
反
対
し
、
ド
イ
ア

行
政
裁
判
所
の
歴
史
的
形
成
に
着
眼
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
す
な
わ

ち
行
政
裁
判
の
基
礎
理
論
は
、
ベ
ー
ル
H
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
の
結
果
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
「
行
政
司
法
」
「
官
房
司
法
」
に

萌
芽
が
あ
る
と
い
う
仮
説
に
立
っ
て
、
歴
史
的
に
実
証
さ
れ
て
お
ら
れ

る。

(
印
)
司

DHm門
F
O
R
u
m
-
F
0・∞
-
h
H・

(
日
)
同
-mnrm以内同

U
F
同・

0
・
ω・叶
ω・

資

第
二
款

列
記
主
義
と
一
般
概
括
主
義

と
こ
ろ
で
、

一
九
世
紀
中
期
以
後
、
ド
イ
ツ
各
ラ
ン
ト
に
創
設
さ
れ
た
行

政
裁
判
所
は
、
そ
の
管
轄
権
に
関
し
、
ほ
と
ん
ど
が
列
記
主
義

S
E
B巾
S
E

E
D
5
胃
E
N予
〉
広
島

Z
E凹
ω
宮
E
N宅
)
を
採
用
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
は
、
個
別
的
に
法
律
に
列
挙
さ
れ
た
場
合
に
の
み
許

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
理
論
的
に
は
概
括
主
義
の
採
用
が
可
能
で
あ
っ

た
に
も
拘
ら
ず
、
列
挙
主
義
を
一
致
し
て
採
用
し
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り

の
理
由
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
民
事
事
件
に
あ
っ
て
は
、
訴
訟
は
国
家
が

人
民
の
権
利
を
保
護
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
が
、
行
政
事
件
に
つ
い
て

は
、
行
政
庁
が
処
分
を
為
す
の
で
あ
り
、
裁
判
所
と
同
様
、
そ
れ
自
身
が
公

の
機
関
で
あ
っ
て
、
公
の
権
威
を
有

L
、
処
分
の
適
法
な
る
こ
と
を
担
保
す

べ
き
方
法
は
、
普
通
の
行
政
の
内
部
的
秩
序
に
於
い
て
備
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
た
こ
と
、
行
政
処
分
に
よ
っ
て
は
、
行
政
裁
判
所
の
如
き
裁
判
の
み
を

任
務
と
す
る
独
立
の
機
関
の
審
理
に
よ
っ
て
最
後
の
決
定
を
為
さ
し
む
る
に

は
適
さ
な
い
も
の
が
少
な
〈
な
い
こ
と
、
行
政
を
ど
の
程
度
ま
で
裁
判
所
の

コ
ン
ロ

l
ル
下
に
置
き
得
る
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
最
初
か
ら
-

〈

3
)

明
確
に

ιて
お
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
等
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
極
め
て
稀
に
概
括
主
義
を
採
用
す
る
ラ
ン
ト
も
み
ら
れ

た
。
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
タ
‘
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
一
八
七
六
年
以
来
、
概

〈

4
〕

(

5

)

括
主
義
を
採
っ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
概
括
主
義
と
は
云

つ
で
も
、
重
要
な
例
外
規
定
(
〈
2
Z
Z
E
r
2
2
5
5
5
m
)
が
在
っ
た
の
で

あ
何
山
実
質
的
に
は
、
列
記
主
義
と
大
差
が
な
い
程
、
出
訴
事
項
は
限
ら
れ

て
い
た
。

プ
ロ
イ
セ
ン
に
於
い
て
も
、
や
は
り
列
記
主
義
に
依
ウ
て
い
た
が
、
こ
れ

を
規
律
す
る
一
八
七
二
年
の
寸
郡
制
」
(
同
呂
田
D
H
E
g
m
)
、

八
八

及
び
、

三
年
の
「
権
限
法
」

(
P
2ロ
-
N
E
S
邑仲間
E
g
m
g
Z
N
〈
-

H

・∞・

5
∞
ω)
の
他
、

実
際
上
は
概
括
条
項
に
も
ひ
と
し
い
程
広
く
行
政
訴
訟
の
提
起
を
認
め
る
規

ペ

8
)

定
も
存
在
し
た
。

一
八
八
三
年
の

「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
」

(
司
自
己
ぉ
・

C
E
2
2
2
ω
-
Z
D
m
ω
問
。
E

N

J

J

H

∞∞
ω)

一
二
七
条
に
よ
っ
て
、
広
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〔

9
〉

く
警
察
処
分
に
対
し
て
行
政
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

一
八
六
七
年
か
ら
一
八
七
一
年
の
北
ド
イ
ツ
憲
法
(
〈
2
p
m
m
g問
仏
2

固
有
の
行
政
裁

)
 
-(
 

Z
D司《
E
2
Zの
roロ
ロ
ロ
ロ
仏
自
〈
-
F
斗
-

H

∞
ミ
)
の
下
で
は
、

判
権
の
設
置
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
ほ
ぼ
全
ラ
ン
ト

に
独
立
し
た
行
政
裁
判
所
(
確
か
に
、
下
級
裁
判
所
に
於
い
て
は
、
そ
れ
が

行
政
部
内
に
あ
っ
て
本
来
の
裁
判
権
の
独
立
の
保
障
は
な
か
っ
た
が
:
:
:
)

が
置
か
れ
た
。

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

警
察
国
家
以
来
、
そ
し
て
、
一
九
世
紀
の
法
の
支
配
に
服
す
る
法
治
国
家

と
な
っ
て
か
ら
も
、
財
産
権
の
主
体
と
し
て
の
国
家
と
、
権
力
主
体
と
し
て

国
家
を
二
元
的
に
区
別
す
る
い
わ
ゆ
る
国
庫
理
論

(明広
Ema

の
国
家
に
、

pgHP巾
)
が
ド
イ
ツ
司
法
裁
判
所
を
支
配
し
た
の
は
、
ま
さ
に
以
上
の
様
な
ド

イ
ツ
行
政
裁
判
都
度
と
不
可
分
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
の

ラ
ン
ト
が
訴
訟
事
項
に
関
し
て
列
記
主
義
を
採
用
し
た
た
め
、
列
記
さ
れ
た

事
項
以
外
の
領
域
に
於
い
て
は
、
人
民
の
財
産
的
請
求
権
は
司
法
的
救
済
以

外
に
は
法
的
救
済
を
も
ち
得
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
私
法
的
構
成
を
要
請
す

る
客
観
的
条
件
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
一

mw
後

の
行
政
裁
判
所
と
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
分
配
の
上
に
少
な
か
ら
ず
判
例
上

影
響
を
及
ぼ

L
た
国
庫
理
論
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
時
代
的
制

度
的
な
基
盤
の
上
に
残
存
す
る
素
地
が
あ
っ
た
。

(
1
)

行
政
訴
訟
に
於
い
て
如
何
な
る
事
件
に
付
き
訴
訟
を
許
ず
べ
き
か
に

つ
い
て
は
、
法
律
の
定
め
方
に
概
括
主
義
と
列
記
主
義
の
一
一
種
の
方
法

を
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
概
括
主
義
と
は
、
概
括
的
の
標
準
を
定

め
て
、
そ
の
標
準
に
適
合
す
る
全
て
の
場
合
に
行
政
訴
訟
を
起
し
得
べ

き
も
の
と
す
る
も
の
を
謂
ぃ
、
列
記
主
義
と
は
、
法
律
の
列
記
し
て
い

る
特
殊
の
事
件
に
付
い
て
の
み
行
政
訴
訟
を
起
し
得
る
も
の
と
す
る
も

の
を
謂
う
。
列
記
主
義
に
も
更
に
一
一
種
の
方
法
を
分
ち
得
る
。
(
す
な

わ
ち
)
或
る
種
類
の
事
件
に
付
い
て
、
個
々
の
法
律
に
於
け
る
特
別
の

規
定
を
待
た
ず
或
る
概
括
的
の
標
準
を
も
っ
て
一
般
に
行
政
訴
訟
を
起

し
得
る
と
す
る
も
の

i
「
概
括
的
列
記
主
義
」
、
特
定
の
法
律
を
も
っ

て
そ
の
法
律
及
び
そ
の
所
属
法
令
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
る
一
切
の
行
政

庁
の
処
分
に
や
き
行
政
訴
訟
を
起
こ
し
得
る
と
す
る
も
の

l
「
概
括
的

個
別
法
主
義
」
‘
個
々
の
特
別
の
法
律
に
於
い
て
特
に
規
定
し
た
特
定

の
事
件
に
つ
い
て
の
み
行
政
訴
訟
を
起
こ
し
得
る
と
す
る
も
の

l
「個

別
的
列
記
主
義
」
、
(
美
濃
部
達
吉
「
行
政
裁
判
法
」
一
八
頁
)
。

(
2
)

例
え
ば
バ
イ
エ
ル
ン
行
政
裁
判
所
法

(Fヨ
・
〈
2
君
主
Z
E
m
m
m
m片付一号・

同

2
2
F
〈
・
∞
・
∞
-

H

∞
叶
∞
)
八
条
は

「
こ
の
法
律
の
意
味
に
於
け
る
行
政
法
上
の
事
件
(
〈

0
2乙門戸口問
S
R
Z
-

E
n
z
p
ι
-
r
〈同「

g
r
g
m
E
E
Z
R
E口
)
と
は
、
指
定
さ
れ
た
事

件
に
於
け
る
全
て
の
権
利
の
請
求

(
H
N
2
E
E
E百戸
Hnr)
、
義
務
(
〈
2
・

r
E
b
E
r
r色
丹
)
を
謂
う
」

と
規
定
し
、
ヘ
ツ
セ
ン
行
政
裁
判
法

同
】
『
{
命
偶
命
四

2
2
N
戸
己
-
r
Z
4印
)

(
E
2
3ミ
長
g
g
5
5・
ゴじ法18(3・173)579

一
七
条
・
三
八
条
も
両
様
の
規
定
で



料

あ
る
。
こ
れ
ら
は
注

(
1
)
の
分
類
に
云
う
「
概
括
的
列
記
主
義
」
に
該

当
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
3
)

司・

2
0
5
2
u
F
E
E
-
8
2
L
g
U
2仲
間
各
自
〈
ゆ
ヨ
吾

E
四国・

H

巾
nrFH4UN∞・∞
-
N印串町民一-

(
4
)

。-Fn
r
oご
り
ぽ

F
Z岳
5
m
m
m
E
n
E
Z巾
呂
田
四
巾
由
民
〈
ミ
・

出
向
宮
司
角
川
内
ぽ
q
K
M
S押
印
『
出
門
出
口
出
向
・
】
由
印
同
・

ω.HH・

明
，
・
出
口
町
ロ
お
ご
り
ぽ
〈

2
3
-
Zロ岡田
m
E
n
r
z
r
R
r
Z
宮
内
吉
田
B
E
E

-向田口山田口
roロ
ロ
ロ
L
r江巳山口「
2
H
N
D
口。・

ω・]戸
]F0
・

P

E
市山口
2
h
h
p
P
0・
ω
-
N印印・

(
5
)

他
の
ほ
と
ん
ど
の
ラ
ン
ト
が
列
記
主
義
を
採
用
し
た
に
も
拘
ら
ず
、

何
故
、
ヴ
ユ
ル
テ
γ
ベ
ル
グ
が
概
括
主
義
を
採
用
し
た
の
か
、
そ
の
原

因
根
拠
は
必
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
一
の
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る

が
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
6
)
0・
回
向
nrc向
山
白
・
白
・

0
・
ω・
ロ
・

(
7
)

例
え
ば
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
行
政
裁
判
所
法
(
巧

E
F
5
3
m
}・

宮
口
問
問
mnZω
司同日刊向。
m
g
m門
N

〈

-
H∞
-
H
N
H∞
叶
由
)
一
一
一
一
条

「
あ
る
人
が
公
法
に
基
づ
き
為
さ
れ
た
決
定
(
開
E
R
Z広
ロ
ロ
問
)
や
処

分
(
〈

q
E開
5
拘
)
が
法
に
根
拠
が
な
い
と
か
、
こ
れ
に
よ
り
彼
の
権

利
が
侵
害
さ
れ
た
と
か
、
彼
の
義
務
で
は
な
い
拘
束
に
よ
っ
て
負
担
を

負
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
時
は
、
行
政
裁
判
所
は
、
こ
こ
に

挙
げ
る

H

例
外
(
〉

E
E
r
s。)μ
を
除
き
、
行
政
庁
の
決
定
、
処
分
に

対
す
る
不
服
に
関
し
て
裁
判
す
る
。
-
行
政
庁
が
裁
量
(
開
5
2
Zロ)

に
よ
っ
て
処
分
す
る
権
限
が
法
律
に
認
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
不

資

服
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
規
定
す
る
が
、
こ
の
例
外
規
定
の
占
め
る
，
割

合
、
つ
ま
り
行
政
庁
に
は
、
裁
量
に
よ
っ
て
決
定
す
る
権
限
が
極
め
て

多
く
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
出
訴
事
項
は
限
ら
れ
て
い
た
。

(
司
・
虫
色
口
2
u
p
P
0・
ω・
旧
日
印
)

(
8
)

岡
山
明
一
色
ロ
R
U
F
m・

o-
∞
-
N
u
a
・

(
9
)

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
一
二
七
条

「
(
警
察
処
分
に
対
す
る
〉
訴
訟
は
次
の
様
な
場
合
に
認
め
ら
れ
る

-

法

の

不

適

用

(
Z
W
Y
Sロ
J
Z口
門
田
戸
口
問
)
、
あ
る
い
は
誤
っ
た
適
用

(
戸
ロ
ユ
円
宮
町
間
叩
〉
ロ

4
8【
r口
問
)
に
よ
る
決
定
、
特
に
権
限
内
の
命
令

で
あ
っ
て
も
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
場
合

2

警
察
行
政
庁
に
処
分
(
〈
2
E間
口
口
問
)
を
発
す
る
権
限
を
与
え
る

前
提
が
み
い
場
合

(
日
)
「
:
:
:
か
く
の
如
く
、
ド
イ
ツ
な
ら
び
に
我
国
の
如
く
、
行
政
訴
訟

事
実
に
つ
い
て
列
記
主
義
を
採
用
せ
る
行
政
法
体
系
は
、
い
わ
ば
、
行

政
救
済
の
欠
け
た
法
律
関
係
を
私
法
化
せ
ん
と
す
る
衝
動
を
内
包
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
庫
説
と
は
、
ド
イ
ツ
司
法
裁
判
所
が
そ

の
衝
動
を
充
さ
ん
と
し
て
}
九
世
紀
を
通
じ
て
利
用
し
た
歴
史
的
学
説

で
あ
る
」
(
山
内
一
夫
「
国
庫
説
の
歴
史
的
発
展
」
国
家
学
会
雑
誌
第

五
五
巻
・
四
号
・
一
一
一
六
頁
J
一
一
一
八
頁
〕

北法18(3・174)580

第
三
節

一
九
一
九
年
か
ら
一
九
四
五
年
迄
の
行
政
裁
判
所

ワ
イ
マ

l
ル
策
法
下
の
行
政
裁
判
所

一
九
一
九
年
の
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法

(
U昂
〈

2
P
E
S四
品
。
凹
《
凶

2
5
Zロ

第
一
款



河内

FnrM
〈
・
ロ
・
∞
・

5
5
)
一
O
七
条
は
、
「
行
政
庁
の
命
令
及
び
処
分
に
対

し
て
個
人
を
保
護
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
国
及
び
ラ

γ
ト
は
、
法
律
の
定
め

)
 

唱

i(
 
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
裁
判
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

定
し
閉
そ
の
規
定
は
、
従
来
行
政
裁
判
所
の
設
置
を
各
ラ
ン
ト
の
自
由
な

意
思
に
ま
か
せ
て
い
た
も
の
を
、
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
よ
っ
て
強
制
す
る
も
の
で

(
2〉

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
程
度
を
も
っ
て
こ
の
規
定
が
満
足
さ
れ
る
の

と
規

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

か
、
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
が
最
低
ど
こ
ま
で
及
ぶ
べ
き
か
に
関

し
て
は
憲
法
は
定
め
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
従
っ
て
こ
の
規
定
の
下
に
あ
っ
て

も
、
行
政
事
件
の
裁
断
に
関
し
て
民
事
裁
判
所
が
権
限
を
有
し
た
と
し
て
も

理
論
的
に
は
憲
法
上
の
問
題
を
生
ず
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
多
く
の
公
法
上

(
3
)
 

の
争
い
が
民
事
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
た
。

各
ラ
ゾ
ト
で
は
、
ヮ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
成
立
に
よ
っ
て
も
、
行
政
裁
判
所

の
設
置
、
組
織
に
関
し
て
、
従
来
と
根
本
的
な
変
化
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

各
ラ

γ
ト
の
多
く
は
、
出
訴
事
項
に
つ
い
て
列
記
主
義
を
採
り
、
行
政
裁
判

所
の
権
限
は
限
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
続
く
ナ
チ
の
国
家
も
、
行
政
裁
判
の
伝
統
的
地
位
を
変
更
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
ナ
チ
の
権
威
主
義
的
国
家
原
理
は
、
行

政
裁
判
所
に
よ
る
行
政
の
コ

γ
ト
ロ

l
ル
と
真
向
か
ら
対
立
し
衝
突
す
る
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
種
々
の
立
法
措
置
に
よ
っ
て
、
行
政
裁
判
の
徹

底
的
追
放
と
警
察
国
家
へ
の
逆
コ
ー
ス
的
傾
向
が
強
く
う
ち
出
さ
れ
た
。

(
1
)
C
-
〉
ロ
凹

nr己
N
山

口

広

〈

R
F
E
C口
問
仏
内
山
曲
。

2
2円
}
河
口
列
。

-ng-

同由
N
]「

ω・]戸叶由・

〉
-
〉
門
口
《
片
山
口
芯
〈

q
p
g
g
M
m
ι
2
0
2
g
n
r
g
H
N巾
W
Z
く
・
ロ
・
∞
-

Hmv]戸由・

ω
-
H∞品・

(
2
)

「
行
政
裁
判
所
の
設
置
は
、
今
迄
は
各
ラ

γ
ト
の
自
'
聞
な
好
み
包
括
5

固
め

}-oroロ
)
に
あ
り
、
一
ブ
イ
ヒ
法
上
の
強
制
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
一

O
七
条
の

H
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

H
(
E
E曲
目

g
)
と
い
う

言
葉
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
今
後
は
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
裁
判
権
の
一
定
の
最
少
限
(
宮
E
Fヨ
ロ
ヨ
)
が

ラ
イ
ヒ
の
手
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
(
〉
守

ωの
r口
同
ド

U
F
P
C
-
ω
-
H∞
品
)

(3)

結
局
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
構
成
法
施
行
法
(
開

5
E
E
E何
回
向

g
g
N
N
E

HNOFnrω
問

O
H
W
Y
Z
2
H
h
g
m
C口
m
a
B
2
N
)
四
条
(
ラ

γ
ト
の
立
法
者
は
関

係
官
庁
に
、
他
の
種
類
の
裁
判
権
及
び
司
法
行
政
の
業
務
を
委
譲
す
る

こ
と
を
さ
ま
た
げ
な
い
〉
の
規
定
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
の
立
法
者
(
ラ
イ

ヒ
の
立
法
者
も
そ
う
で
あ
る
が
)
は
通
常
裁
判
所
に
他
の
種
類
の
裁
判

権
を
指
定
す
る
こ
と
も
妨
げ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
民

事
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
た
か
ら
と
云
っ
て
も
、
公
法
上
の
争
い
が
民

事
上
の
争
い

(σEHm巾
HEn-MO
問。
nrgω
昨
日
早
品
目
呂
町
ぬ
と
に
な
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
(
虫
色
ロ
2
ω
・白・

0
・

∞-
N印
品
)

北法18(3175・)581



料

(
4
)

す
な
わ
ち
、
一
九
三
六
年
二
月
十
六
日
の
秘
密
国
家
警
察
に
関
す
る

法
律
は
多
く
の
政
治
警
察
的
処
分
を
行
政
裁
判
所
の
権
限
の
対
象
か
ら

排
除
し
、
一
九
三
九
年
十
一
月
六
日
の
命
令
は
、
行
政
裁
判
所
の
権
限

の
範
四
を
一
層
縮
少
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
(
南
・
前
掲
書
)

資

第
二
款

一
般
概
括
主
義
の
伝
矯

ワ
イ
マ

I
ル
憲
法
下
で
も
、
前
時
代
の
遺
産
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
行
政
裁
判
所
を
創
設
し
た
若
干
の

ラ
ン
ト
で
は
、
出
訴
事
項
に
関
し
概
括
主
義
を
採
り
入
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

リ
ュ

1
ベ
ツ
ク

(EE)、
て

I
C
C
E
R
A句
、
ハ
ン
フ
ル

〈

2

V

(

3

)

グ
(
出
ω
ヨ
σ尾
崎
)
、
ブ
レ
l
メ
ン
(
回
同
巾
5
3
)
の
諸
ラ
ン
ト
は
、
こ
の
時
代
に

円

44)

新
し
く
行
政
裁
判
所
を
設
立
し
、
か
つ
概
括
主
義
を
採
用
し
た
。
行
政
に
対
す

る
裁
判
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
法
治
主
義
の
原
則
は
、
概
括
主
義
に
よ
っ
て
こ

そ
、
よ
り
充
分
に
そ
の
実
効
性
が
保
た
れ
る
こ
と
を
、
前
時
代
の
数
少
な
い

概
括
主
義
採
用
の
ラ
ン
ト
の
経
験
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
範

な
例
外
規
定
が
存
し
、
結
局
、
多
く
の
争
い
が
行
政
訴
訟
の
対
象
か
ら
除
外

さ
れ
る
点
で
は
、
前
時
代
と
同
様
で
あ
っ
た
。

(
1
)
 

(
2
)
 
戸田口品。凶ぐ巾

2
・
。
-
E
H
叶

E
江口問
m
p
く・

5
・

]5-・
3
8
.

。
B
2
N
5
2
L
5
〈
2
g
-
Z
B四国間巾忌}戸仲間
g
H
Z
F
F
A〉
N
‘

Z
2・

]{申

N
H
・

(
3
)

の
2
2
N
t
r
q
径
の
〈
良
唱
え
円
ロ
ロ
mm町
内
町
民
『
仲
間
宮
『
町
内
町
・
〈
・
白
・
守
口
・

同
叩

N
品・

(
4
)

国・』・
4
司
c-
『
U

〈

25}神戸口四回
5
E・
E
・
5
2・
ω・
ω
8・

第
三
款

ラ
イ
ヒ
の
行
政
裁
判
所

ワ
イ
マ

l
憲
法
時
代
の
ラ
イ
ヒ
に
は
、
憲
法
に
約
束
さ
れ
た
行
政
裁
判
所

は
一
九
四
五
年
迄
成
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
切
結
局
、
争
い
の
最
終
審
の

判
決
は
、
当
時
存
在
し
た
特
別
行
政
裁
判
所
(
∞
宮

N
E
2
2
E
-
Z口問周回
2
広
三
、

と
足
れ
り
と
さ特
れ別
て行
い政
た言庁

ぴ3
c 
ロ
ロ-ro 
cr 
ro 
cr 
0' 

巳d
ro 

な
い
し
、

に
委
せ
ら
れ
、

そ
れ
で
こ

」
の
特
別
行
政
裁
判
所
と
云
わ
れ
る
行
政
事

件
の
審
決
の
み
を
扱
う
特
別
行
政
庁
に
は
、
例
え
ば
、
ラ
イ
ヒ
保
険
局

門

3
v

(
列
企
円
「
国
語

E
n
Z
E口問
g
ヨ
円
)
、
ラ
イ
ヒ
特
許
局
(
列
企
円
宮
司
伊
丹

g
g
B
H
)
、-フ

?
b
)
 

イ
ヒ
財
政
局

(
P
R
F
E
S
E
Z『
)
、
仲
裁
裁
判
所
(
∞

n
E
E凹
m
g
n
Z
)
、
私

保
険
監
督
局
(
〉
え
月

Z
E
B
二位
HHJF〈巳
2
E
n
Y
2
5四
)
、
居
住
に
関
す
る

(

6

)

 

連
邦
局
(
回
E
L
g自
民
『
合
同
百
口
同

Z
2
8
)
、

こ
の
時
代
に
創
設
さ
れ
た

(
7
)
 

ラ
イ
ヒ
経
済
裁
判
所
有

2
7
2
5
R
E宮
間
E
n
Z
)
、

円

8
〉

イ
ヒ
供
給
裁
判
所

(
F
-
n
r
2
2
8
H
m
g
m
m悶
g
n
Z
)
等
が
あ
る
。

も
の
と
し
て
、

一
九
四
一
年
四
月
一
一
一
日
の
総
統
命
令
(
司

Erms-島
ぐ
・

ωリ
品
・
包
含
)
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
審
決
行
政
庁
の
一
部
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
高
等
行
政
裁

北法18(3--176)582 

フ



判
所
(
百
円
2
P
C
Z三宮
J
E
F
E伝
m
m
g
n
E
)
と
一
緒
に
さ
れ
、
ラ
イ
ヒ
行

政
裁
判
所
(
河
内
正
臣
〈
担
当
主
言
語
以
何
2
n
]再
)
と
な
っ
た
が
、
法
治
国
思
想
に

(
9
d
 

合
致
す
る
も
の
と
し
て
各
方
面
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ラ
イ

)
 
1
 
(
 

ヒ
に
於
け
る
全
行
政
を
監
視
す
る
中
央
裁
判
所
と
し
て
の
地
位
を
持
つ
も
の

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

で
は
な
く
、
ラ
イ
ヒ
の
特
別
行
政
裁
判
所
が
有
し
て
い
た
個
々
の
任
務
が
委

ね
ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
於
い
て
は
、
政

治
的
観
点
よ
り
す
る
裁
判
官
の
任
命
・
罷
免
・
転
任
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
独

立
の
原
則
は
全
く
な
か
っ
た
と
去
っ
て
よ
い
。

ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
は
、
帝
国
の
崩
壊
と
共
に
消
滅
し
切

(1)

設
立
の
た
め
の
種
々
の
試
み
、
努
力
は
為
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
一
立
つ
の
提
案
が
議
論
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。

L

独
立
の
行
政
裁
判
所
を
設
置
す
る
。

の
ふ
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
行
政
事
件
部
(
〈
0
2
ω
-
Z品
開
2
Z
m望
。
各
自
問
ω

ん
昨
何
回

ω互
を
併
設
す
る
。

&
プ
ロ
イ
セ
ソ
高
等
行
政
裁
判
所
に
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
権
を
委
任
す

る
0

(

司
・
司
-
0
5
2
一
P
P
0・
ω-NAHA山・『)

(2)

明・明]巾口
2
u
白・田・

0
・∞
-NA広
-
E
-
m
n
F民
R
h
F
P
C
-
ω
・斗
ω・

(
3
)

社
会
保
険

(
ω
O
N
E
S
E
n
r
q
E
m
)
か
ら
生
ず
る
争
い
を
扱
う
。

(
4
)

特
許
局
ば
当
時
の
基
泊
中
に
よ
る
か
ら
こ
そ
特
別
行
政
裁
判
所
と
み
な

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
ド
イ
ツ
特
許
局
〈

F
E
n
r
g宮
Z
E
E

三
三
)
は
、
基
本
法
に
よ
る
裁
判
所
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

一
般
の
行
政
庁
で
あ
る
。

E
U
3
0・
C
同門・〈
-
E・
E

・
5

3・
(
H
U
U〈・

3
3・
ω・
叶
∞
出
)

(
5
)

被
傭
者
保
険
(
〉
ロ
m
g
E
r
g
-〈
2
t
n
Z
2
5
m
)
に
関
す
る
争
い
を
扱

λ
1

ノ。

す
な
わ
ち

(6) 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(
叩
)

貧
民
保
護
を
行
な
う
。

。22
N
〈・

ω。・

ω・
5
N
H・

0
2
2
N
〈・同日・
J
1

・
]SNN・

明，

D
円切片
}
5『『一

p

p

0
・
ω・品、吋
ω・

司

2.凹己
5
『コ

F
P
C
-
ω
・
AF斗
ω・

第
四
節

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六

O
年
迄
の
行
政
裁
判
所

第
一
款

南
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
|
〈
の
の
l

一
九
四
五
年
、
そ
れ
迄
ナ
チ
国
家
の
維
持
し
て
き
た
狭
い
範
囲
の
行
政
裁

判
権
は
解
体
し
た
。
一
九
四
一
年
に
創
設
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
を
維

持
す
る
こ
と
は
、
占
領
軍
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
o

一
九
四
六

年
十
月
十
六
日
の
管
理
会
議
法
三
六
号
京
g
q
o
}町
民
持
2
2
N
Z
F
8・〈・

5
・
0
E
S
2
3怠
)
に
よ
っ
て
、
占
領
寧
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
の
も
と
に

行
政
裁
判
権
の
再
建
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
、
こ
の
管
理
会
議
法
の
発
布
さ
れ
る
以
前
に
、

す
で
に

w
・
イ
ェ
?
ネ
ッ
ク
(
巧
-
T
5
5
r
)
を
議
長
と
す
る
法
律
家
委
員

北法18(3・177)583 



料

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
六
年

初
め
に
か
け
て
、
行
政
裁
判
所
法
の
草
案
は
準
備
さ
れ
て
い
た
。

(
2一)

こ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
草
案
」
(
出
巳
《
E
Z
H
m
R
開
巳
垣
正
問
)

A
A
X
(

し『ロユ
ω件。ロ
ωdmRr己
民
)

が
構
成
さ
れ
、

資

は
、
一
九
四
六
年
八
月
に
南
ド
イ
ツ
ラ
ン
ト
参
議
院
に
よ
っ
て
、
二
、
三
の

変
更
が
加
え
ら
れ
た
が
採
択
さ
れ
、
各
ラ
ン
ト
ご
と
に
多
少
の
相
違
は
あ
る

(
3〉

が
、
法
律
と
し
て
公
布
施
行
さ
れ
た
。
(
の
2
2
N
Z
Z同
告
σ
〈
句
者
岳
5mm-

m
E
n
r
z
g
H
E
T〈
の
の

l)
。

(
1
)

司。同凹門
r
o同
町
山
田
・
白
・

0
・∞
-
A
F
m

当・

(
2
)
W
-
イ
エ
リ
不
ヅ
グ
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
で
あ
っ
た
た
め
こ
の

名
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。

(
3
)

宮

習

の

g
m門N
〈・日日・由・

5
怠
・
宅
位

E
l
F仏
・
の

2
尽
く
・

5
・

5
・
SAg-
国
何
回
目
・
の
B
m
Z
N
〈
-
U
H
-
H
0・
5
怠
・
回
円
。
ョ
・

0
3百円
N
〈・

日・∞
-

H

申品叶・

ヘ
ヅ
セ
ン
法
は
そ
の
後
、
一
九
四
九
年
六
月
三

O
日
の
法
、
一
九
五
四

年
五
月
六
日
の
法
に
よ
り
、
バ
イ
エ
ル
ン
法
は
、
一
九
四
九
年
九
月
三

O
日
の
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
て
い
る
(
司
oaHro『
ご
白
・
目
・

0
・
ω・お∞・

尽
R
E
S
I
P
S
-
R
U
〈

R
Z
E口
四
回
開

2
5
2
0三
ロ
ロ
ロ
m
-
3
8・
ω・

山
由
)

第
二
款

イ
ギ
リ
ス
地
区
軍
政
府
命
令
一
六
五
号

ー

l
i宮
間
〈
0
.
Z円・

M
S
I
l
l

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
於
い
て
は
、
こ
こ
で
も
、
ド
イ
ツ
の
法
律
家
に
よ

ヒコ っ
;5.て
i=i 構
旦成

Vこ三
津主
P産>'， ιた"
一、 0'-

江責
ι'x. t.. 
裁 3王
手}μJ

法?
制 /v

定ノ
オ

の
、、住 ノレ

備 E
S話
た墾
て〉口 b

fこ1~。〉ピ
aq 

シ
ェ
ワ
イ

(mgny何者

ar)
を
委
員
長
と
す
る
こ
の
委
員
会
は
、

は
じ
め

は
先
の
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
草
案
」
に
倣
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
占
領
寧
の

反
対
に
あ
っ
て
法
制
化
が
遅
れ
た
。

結
局
、
こ
の
委
員
会
の
草
案
が
、

一
九
四
八
年
九
月
十
五
に
発
せ
ら
れ
た

軍
政
府
命
令
一
六
五
号

(
E
一
昨
昨
日
何
百
戸
高
ωl〈
2
0
E
E口
問

Z
F
H
2
1
i

富
岡
山
〈

O
Z
F
H品
目
)

に
よ
っ
て
若
干
の
変
更
が
加
え
ら
れ
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

(
1
)

民
-
m
n
r巳
R
h
p
白・

0
・
ω・叶品・

HWU1228ロl
司

H
U
Z
2
u
p
m・
o・
ω
-
S
-

(
2
)

こ
の
法
律
家
委
員
会
は
、
討
議
の
中
で
、
南
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法

を
変
更
し
、
三
審
制
を
と
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
地
区
の
最
高
行
政
裁
判
所

を
、
こ
の
最
高
審
に
あ
た
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
結
局
、
占

領
軍
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。

第
三
款

フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
行
政
裁
判
所
法

フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
に
於
い
て
は
、
占
領
軍
は
ド
イ
ツ
の
立
法
者
に
そ
の

規
定
を
ま
か
せ
た
の
で
統
一
的
規
定
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

. 
/ν 

北法18(3・178)584.



ハ

1
デ
ン
で
は
、

一
九
四
七
年
三
月
一
一
一

O
日
の
ラ
ン
ト
命
令
に
よ
っ
て
、

)
 
-(
 

一
八
八
四
年
六
月
十
四
日
の
行
政
裁
判
所
法
が
復
活
せ
し
め
ら
れ
、
ヴ
ユ
ル

テ
ン
ベ
ル
グ
日
ホ
l
エ
ン
ツ
オ
レ
ル
ン
で
は
、
一
九
四
六
年
八
月
十
九
日
の

行
政
裁
判
に
関
す
る
命
令
が
、
一
八
七
六
年
十
二
月
十
六
日
の
ヴ
ユ
ル
テ

γ

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

一
九
三
三
年
一
月
一
一
一

O
日
に
妥
当
し
て
い
た
状

ベ
ル
ク
行
政
裁
判
所
法
を
、

態
の
ま
ま
復
括
し
た
。
ラ
イ
ソ
ラ
ソ
ト
H
プ
プ
ア
ル
ツ
で
は
、

一
九
四
七
年

五
月
十
八
日
の
憲
法
一
二
四
条
に
基
づ
く
一
九
五

O
年
四
月
十
四
日
の
法
律

が
、
行
政
裁
判
に
関
す
る
包
括
的
規
律
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ

ヵ
・
イ
ギ
リ
ス
地
区
の
行
政
裁
判
所
法
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ラ

ン
ト
に
適
合
す
る
よ
う
に
か
な
り
相
違
し
た
規
定
も
置
か
れ
た
。
ザ
l
ル
ラ

る2ン
O~ ト

で
は

行
政
裁
判
権
は
一
九
五
一
年
七
月
十
日
の
法
に
基
づ
い
て
い

1 

南
博
方
・
前
掲
書
・
一
五
八
頁

国
・
∞
口
r
u
p
H
U
白・白
-
0・
ω・J
三-

m，
O
B
Z
H
O同
町

山

P

F

0
・∞
-

A

肝

mwmF

2 
第
四
款

連
邦
行
政
裁
判
所
法

基
本
法
が
効
力
を
発
す
る
と
、
ま
ず
、
九
六
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
、
連

邦
行
政
裁
判
所
の
創
設
に
関
す
る
特
別
法
を
作
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
連

邦
が
直
接
七
四
条
一
号
の
権
能
(
裁
判
所
の
構
成
、
裁
判
手
続
の
競
合
的
立

法
権
限
)
を
利
用
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
を
含
め
た
全
て
の
行
政
裁
判
所

の
構
成
や
手
続
に
関
す
る
包
括
的
な
規
定
を
有
す
る
行
政
裁
判
所
法
を
規
定

す
べ
き
か
の
点
で
意
見
が
分
か
れ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
、
前
者
の
方
法
が
と

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

特
別
法
と
し
て
の
連
邦
行
政
裁
判
所
法

(
O
B
2
N
与
日

ι
g
出

E
L
2・

正門君。
-
g
g
m
3
n
r
z
l
H凶
3
2
0
0
)

一
九
五
二
年
九
月
一
一
一
一
一
日
に
成

t工

か立
らし
そ、

のベ
業ル
務リ
を γ
聞に
始設
しけ
た言ら
。〉れ

Tこ
連
邦
行
政
裁
判
所
t土

一
九
五
三
年
の
春

(
1
)

そ
れ
は
一
方
で
は
、
行
政
裁
判
所
の
設
立
は
で
き
る
だ
け
早
く
必
要

で
あ
る
こ
と
、
他
方
で
、
連
邦
行
政
裁
判
所
以
外
の
全
て
の
行
政
裁
判

所
を
も
含
め
た
統
一
的
行
政
裁
判
所
法
の
制
定
の
準
備
に
は
、
十
分
に

時
間
を
か
け
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
基
ず
く
。
(
出

-mnr忠
良
町
白
・

出・。・

ω・
叶
少
)

(
2
)

出・

ω口
E
F
H
U
F
F
。・

ω・
JR-

第
五
款

占
領
下
の
行
政
裁
判
所
法
の
一
般
概
括
条
項

北法18(3・179)585

一
九
四
六
年
以
後
の
新
た
な
行
政
裁
判
権
は
、
そ
れ
以
前
の
伝
統
的
行
政

裁
判
権
に
根
本
的
変
革
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
点
で
、
ま
さ
に
画
期
的
な
も

の
で
あ
る
。

そ
の
著
し
い
特
色
は

第
一
に
、
行
政
裁
判
権
を
行
政
官
庁



料

よ
り
組
織
上
分
離
し
た
こ
と
。
第
二
日
行
政
裁
判
所
及
び
行
政
裁
判
官
の
完

全
な
独
立
を
保
障
し
た
こ
と
。
第
三
に
、
行
政
裁
判
所
の
権
限
に
つ
い
て
、

資

概
括
条
項
を
採
用
し
た
こ
と
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

従
来
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
ラ
ン
ト
が
採
用
し
て
い
た
列
記
主
義
に
代
っ
て

一
変
し
て
概
括
主
義
を
採
用
L
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
裁
判
権
の
機
能
、

特
に
、
人
民
の
権
利
保
護
的
機
能
が
飛
躍
的
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
は
云
う
ま

で
も
な
い
。

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
(
南
ド
イ
ツ
)
行
政
裁
判
所
法
(
〈
の
の
)
二
二
条
一

項
は
、

「
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
庁
の
処
分
・
そ
の
他
の
行
政
行
為
の
取
消

請
求
(
取
消
事
件
〉
ロ
『

R
Z
g
m
g
n
gロ
)
及
び
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟

(
当
事
者
訴
訟

F
5
5
2
2
m
r
s
g〉
に
つ
い
て
、
特
別
行
政
裁
判
所
、

仲
裁
裁
判
所
、
叉
は
民
事
裁
判
所
が
裁
判
権
を
有
し
な
い
場
合
に
限
り
裁
判

す
る
。
議
会
の
選
挙
審
査

(
F
H
F
B
8
5
2
Z
J
3
Z官
民
ロ
ロ
向
)
及
び
、

そ
の
他
の
憲
法
裁
判
権
の
範
間
に
属
す
る
争
-
訟
は
行
政
裁
判
所
の
管
轄
に

属
さ
な
い
」
と
定
め
て
い
た
。

一方、

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
軍
政
府
命
令

(玄閉山〈。・

2
F
g印
)
は
、
二
二
条
一
項
で
、

「
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
は
、

行
政
行
為
の
取
消
、
及
び
そ
の
他
の
公
法
上
の
争
訟
(
憲
法
争
訟
を
除
く
〉

(
2
X
3
)
 

に
つ
い
て
裁
判
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
概
括
条
項
に
共
通
し

て
云
え
る
こ
と
は
、

取
消
事
件

(〉口日

12rzロ明自由。「のロ)
と
当
事
者
訴
訟

(
4〉

(句

R
R
E
S
H
-回
r
E
Z口
)
と
を
区
別
し
、
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
は
、
公
権

力
の
行
使
に
関
す
る
場
合
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
全
て
の
公
法
上
の
争
い
に
つ

い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
し
と
い
う
態
度
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
取
消
事
件
で
あ
る
か
、
当
事
者
訴
訟
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
行
政

行
為
(
〈
ぬ
門
司

ω}HE問
E
E
)
を
争
う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
め

(
5
)
 

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
〈
の
の
八
五
条
は
、
当
事
者
訴
訟
と
し

て
表
わ
さ
れ
た
他
の
公
法
上
の
争
い
の
概
念
を
、

対
等
当
事
者
(
間
一
巾
江
戸
間
中

。みロ

2
2
F
n
Z
5
2
2
)
の
争
い
に
限
っ
て
お
り
、

し
か
も
、

確
認
訴
訟

(司

2
E巳
7
5
g
Eお
伶
)
を
当
事
者
訴
訟
の
方
法
に
よ
ら
し
め
て
い
る
(
〈
の
の

二
四
条
〉
か
ら
、
行
政
訴
訟
が
許
さ
れ
る
の
は
一
定
の
訴
訟
類
型
に
拘
束
さ

(
6〉

れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
い
う
観
を
呈
し
て
い
た
。

従
っ
て
、
こ
の
規
定
の
下
で
、
行
政
行
為
の
存
在
・
不
存
在
の
持
つ
意
味

は
、
行
政
訴
訟
の
許
容
性
(
N
己
庁
巴
m
r
g円
)
に
と
っ
て
甚
だ
重
要
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
行
政
訴
訟
が
許
さ
れ
る
の
は
、
違
法
な
行
政
行
為
の
取
消
を
求

(。oiv

め
る
取
消
訴
訟
と
、
他
の
公
法
上
の
争
い
(
当
事
者
訴
訟
)
に
限
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
訴
え
の
対
象
た
る
行
政
庁
の
い
か
な
る
行
為
が
行
紋

行
為
の
観
念
に
あ
た
る
か
を
明
確
に
す
る
必
要
性
は
、
ま
さ
に
、
行
政
訴
訟

の
許
容
性
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
上
に
必
然
の
問
題
で
あ
っ
た
。
公
法
上
の

争
訟
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
取
消
訴
訟
は
行
政
訴
訟
の
本
質
的
部
分
を
為
し
、

北法18(3・180)586



最
も
古
く
か
ら
発
達
し
た
訴
訟
形
式
で
あ
っ
て
、
行
政
行
為
の
概
念
も
自
ず

〈

9
v

と
多
く
の
理
論
的
蓄
積
の
上
に
形
成
さ
れ
て
き
た
。

)
 

唱

i(
 

一
般
概
括
条
項
の
全
面
的
採
用
は
、
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
か
ら
人
民

を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
完
全
で
あ
る
点
で
、
多
く
の
学
者
か
ら
歓
迎
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
実
際
上
の
理
由
に
基
づ
い
た
反
対
の
声
が
な
い
で

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

も
な
ヵ、

た

す
行 t... 

襲z
半IJ ，~ 
R斤 干了
両政

員報
担号
E否権
ご利

5:義
2 を
E あ
さま
晶り

とも
な広
るく

認
め
る
な
ら
ば
、

も
の
で
あ
っ
て
、
概
括
主
義
は
、
行
政
の
活
動
を
妨
げ
、
麻
痔
さ
せ
て
し
ま

う
危
険
性
を
包
合
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
確
か
に
、
最
初
か

ら
全
く
見
込
み
が
な
い
様
な
取
消
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
て
い
た
例
も
少
な
く
な

く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
政
裁
判
所
が
不
必
要
に
過
重
負
担
だ
っ
た
こ
と
も
否

定
で
き
な
い
引
い
結
局
こ
の
批
判
論
は
、
伝
統
的
行
政
裁
判
権
の
理
解
に
基

づ
く
も
の
と
し
て
容
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
町

(
1
)

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
概
括
主
義
の
原
則
が
と

ら
れ
た
。

バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
九
三
条

l
行
政
裁
判
所
は
行
政
法
上
の
争
い

(
〈

0
3
1
Z口問
ω
河口

Z
F
Z
ω
5
E四
r
Z巾
ロ
)
を
裁
判
す
る

i

(
但
し
、
行
政
法
上
の
争
い
が
何
で
あ
る
か
は
規
定
し
て
い
な
い
)

ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
ハ

l
デ
ン
憲
法
九

O
条
一
項
i
あ
る
人
に
属
す
る

権
利
の
侵
害
、
あ
る
い
は
彼
の
義
務
で
は
な
い
拘
束
の
負
担
の
故
に
行

政
庁
の
命
令
処
分
に
対
し
行
政
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
|

ヘ
ツ
セ
ン
憲
法
二
条
=
一
項
行
政
裁
判
所
は
、
公
権
力
に
よ
っ
て
権
利

を
侵
害
さ
れ
た
と
信
ず
る
者
が
出
訴
す
る
場
合
に
管
轄
権
を
有
す
る
|

プ
V

l
メ

γ
憲
法
一
回
一
条
|
|
行
政
庁
の
命
令
や
処
分
あ
る
い
は
義

務
に
反
し
た
不
作
為

(
C
2
2
E訟
ロ
口
町
)
に
対
し
、
個
人
を
保
護
す
る
た

め
に
通
常
、
あ
る
い
は
、
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
る
1
1
4

(
0・切開
nro『
U
F
臼・。・

ω・
口
町
)

(2)

司
・
出
口
『
=ω
回一
u
U
5
〈
司
君
主
汁
ロ
ロ
四
ωm2F口
rgrmw円r
o
-
Z
D
ι
2
ω
E
2
7

}内岱ロ
-mnrmロ
ロ
ロ
ハ
同
『
門
戸
門
出
。
rmwロ
N
G
口内・

ω・同{)∞
-
H
(
)

申・

(
3
)

云
列
〈
0
・
Z
円
宮
町
一
一
一
一
条
一
項
は
〈
の
の
二
二
条
一
項
の
規
定
に

倣
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
)

冨
閉
山
〈
0
・
Z
円
H

由
印
一
一
一
一
条
一
一
岐
に
は
、
直
接
当
事
者
訴
訟
を
認
め

る
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
確
認
訴
訟
を
定
め
た
五
二
条
の
規
定
よ
り

推
し
て
当
然
に
当
事
者
訴
訟
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い

た
。
(
南
・
前
掲
室
田
・
一
九
四
頁
〉

(
5
)

司
・
出
己
『
E
m
}
U
F
P
C
-
m
p
M
m
p

(
6
)

わ
・
国
・

5
0
一
〈
巾
ヨ
吾

gmm望
。
N

島町。

n
Z・
ω
〉
戸
2
・
5
8・∞
-
N
H
・

「
従
っ
て
、
そ
の
点
で
は
規
定
の
上
か
ら
「
他
の
公
法
上
の
争
い
」
を
制

限
せ
ず
、
公
法
上
の
全
て
の
争
い
に
行
政
訴
訟
を
認
め
る
宮
同
〈
0.

Z
F
H
B
二
二
条
一
項
の
方
が
裁
判
所
に
よ
り
大
き
な

H

活
動
の
自

由
μ

の(回
2
2
m
z口容『『
2
Z
I
)
を
与
え
て
い
た
と
云
え
る
」

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
憲
法
上
の
争
い
を
除
く
全
て
の
公
法
上
の
争

い
に
対
し
て
行
政
訴
訟
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
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料

一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。

シ
ェ
フ

7
1
3
n
E
F叫
)
は
「
宮
周
〈
C
・
Z
円-
H

由
印
に
云
う

H

そ
の
他

の
公
法
上
の
争
い
μ

と
は
行
政
行
為
の
着
手
(
二
四
条
)
、
仲
裁
裁
判

権
の
領
域
に
関
す
る
争
ぃ
、
権
利
関
係
の
存
在
、
不
存
在
の
確
認
(
五

二
条
)
に
関
す
る
争
い
、
そ
し
て
当
事
者
訴
訟
を
含
む
」
と
理
解
し
て

い
る

(
U〈
回
同
-

H

申
由
。
・
伊
∞
ω叶)。

プ
ロ
イ
テ
イ
ガ
ン
(
回
忌
三
回
岡
田
B
)
に
よ
れ
ば
「
H

他
の
公
法
上
の
争

い
μ

が
当
事
者
訴
訟
の
み
を
含
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る

に
し
て
も
、
全
て
の
公
法
上
の
争
い
を
含
む
も
の
と
も
云
え
な
い
」
と

し
て
い
る

(
U。〈・

5
8・
ω・
ω
2・
8
3
0

(
7
)
H
F
3
u
N
5
5
5ロ
〈

R
S
F
5
m
m問
。
ユ
口
宮
田

O三
ロ
ロ
ロ
回
一
の
ま
丘
町

g
L
E
m包
含
芯

For-gH巾・
(
K
F

叫円

E
2
円四
g
u『『巾三一
-
s
g
H
N
2
Z
U

回
L
・∞日・

ω-H印N
)

。
・
包
含
円
。

-u
〉
己
目
当
町
}
拘
戸
口
問

g
ι
2
く巾円位ロ

L
q窓
口
の

g
g白
-r-2・

a
E
h
〈
0
3
ω
-
Z口問

E
L
F
Z
ω
一門戸口問

ωsnr官
官
。
円
宮
口
問
(
巧

E
-

L-ロロ
m
g
仏

2
5
5
g壬
n
7
8
3
2巳
g
口問

S
E
m
-
5・

c
z
u
白・出
-
0・
ω-MH・

(
8
)

〈
の
の
三
五
条
「
取
消
訴
訟
は
、
何
人
も
行
政
行
為
に
よ
っ
て
自
己

の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
」
冨
河
〈
0
・

Z
F
H
S
-
二
三
条
「
行
政
行
為
の
取
消
は
、
そ
の
行
政
行
為
が
違
法
で

あ
る
が
故
に
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す

る
場
合
に
限
り
認
め
ら
れ
る
」
o

資

9 

簡
単
に
要
約
す
る
な
ら
ば

行
政
行
為
の
定
義
ず
け
は

0
・
マ
イ
ヤ

l
に
始
ま
る
。
「
行
政
行
為

と
は
、
行
政
に
属
す
る
官
憲
的
宣
言
で
あ
っ
て
、
人
民
に
彼
に
と
っ
て

何
が
法
で
あ
る
か
を
具
体
的
場
合
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
(
塩

野
宏
「
オ
ツ
ト

l

・
マ
イ
ヤ

l
行
政
法
学
の
構
造
」
一
二
三
頁
)
、
以
来

多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
定
義
が
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も

H

官

庁
的

g
g
L
F
F
(ベ
ル
ナ
チ
ッ
ク
)
、

H官
憲
的

or比四
r
z
t
n
f

(
0
・
マ
イ
ヤ

l

・
ヘ
ル
ン
リ
ヅ
ト
、
メ
ル
ク
ル
、

w
・
イ
エ
リ
、
不
ヅ

グ
)
、
ヱ
同
権
的

rorm山
門
戸
完
了
(
ア
オ
ル
ス
ト
ホ
ブ
〉
、
等
の
標
識
を

も
っ
て
、
行
政
行
為
の
概
念
要
素
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(
南
・

前
掲
書
・
二

O
二
頁
〉
。

尚、

ζHN〈
0
.
X門
戸
告
は
、
そ
の
二
五
条
で
取
消
訴
訟
の
対
象
た

る
行
政
行
為
を
定
義
し
て
、
「
こ
の
命
令
の
怠
味
で
の
行
政
行
為
と
は

公
法
の
領
減
に
於
い
て
個
々
の
場
合
を
規
律
す
る
た
め
に
、
行
政
庁
の

行
な
う
全
て
の
処
分
、
決
定
ま
た
は
そ
の
他
の
措
置
を
云
う
」
と
規
定

し
た
。
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(
日
)
司
・
巧

q
z
R
N
5
E
t
r
g
L
2
2
2
m
F
E四
回
開

E
n
Y
5
R
r
z
-

ロ
〈
回
目
・

Hm甲山叶・

ω・
MMH・

(
日
)
例
え
ば
、
裁
判
の
審
査
対
象
外
に
あ
る
裁
量
権
(
何
百
M
2
2口
百
三
巴

RroHLE悶
)
の
問
題
で
あ
っ
て
裁
量
の
除
越
も
濫
用
も
存
在
し
な
い

行
政
行
為
に
向
け
ら
れ
た
も
の
が
数
多
く
あ
っ
た
。
国

-z-ロ四円一

関
O
B
E
E
S
H
Nロ
円
〈

2
4
5
-
Z口問
ω
m
2
w
E
S
H
Lロ
ロ
ロ
間
的
・

HN∞・

(
ロ
)
「
一
般
概
括
条
項
は
公
権
力
の
処
分
に
対
す
る
完
全
な
法
的
保
護
を

独
立
の
裁
判
所
で
行
な
わ
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
又
、
法



)
 

唱

A(
 

治
国
家
に
不
可
欠
の
権
利
保
障
(
月

2
7
2向
2
5門
町
)
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
行
政
自
ら
に
対
し
て
も
、
処
分
の
合

法
性
の
審
査
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
慾
意
的
な
活
動
を
阻
止
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
概
括
条
項
の
こ
の
よ
う
な
役
割
に
着
眼
す
る

限
り
、
そ
れ
が
行
政
を
妨
害
し
た
り
麻
簿
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

批
判
す
る
の
は
あ
た
ら
な
い
。
」
問
。

=sgロ
一
〈
白
老
乙

2
口
四
戸

E
L

〈
耳

S
一Z
ロ
m
m
m
2
a
r
z
g長
E円

U
O〈・同申印寸・

ω・
M
M
H
・

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

第
五
節

新
連
邦
行
政
裁
判
所
法

(
4
2
4そ
巴
宮
田
相
官
官
江
市
言
明
l

。
E
m
g回
開
1
l〈
者
。
。

l
)

第
一
款

法
の
制
定

各
ラ
ン
ト
で
、
占
領
軍
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ブ
の
下
に
制
定
、
施
行
さ
れ
た

行
政
裁
判
所
法
は
、
行
政
裁
判
所
の
名
称
、
審
級
、
訴
訟
手
続
が
区
々
た
る

一
九
五

O
年
頃
よ
り
、
連
邦
に
統
一
的
な
行
政
裁
判
所

法
の
制
定
が
望
ま
れ
た
。
一
九
五
二
年
の
連
邦
行
政
裁
判
所
の
設
置

r、
そ

の
意
味
で
連
邦
の
統
一
的
規
定
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
を
普
通
裁
判

所
の
一
本
建
て
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
法
域
に
よ
っ
て
各
別
の
裁
判
所
を
認

め
る
か
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
も
お
お
い
に
議
論
の
あ

〈

2
)

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
九
六
条
で
後
者
の
考
え
を
採
用
し
、
さ
し
あ
た
っ

状
態
で
あ
っ
た
が
、

て
、
行
政
の
領
域
の
連
邦
上
級
裁
判
所
た
る
連
邦
行
政
裁
判
所
を
設
置
し
た

の
で
ふ
あ
る
。

一
九
四
九
年
二
月
の
図
会
本
委
員
会
で
為
さ
れ
た
「
裁
判
手
続
に
対
す
る

連
邦
の
権
限
(
基
本
法
七
四
条
一
且
さ
は
、
行
政
裁
判
権
の
手
続
を
も
包
含

す
る
」
と
い
う
確
認
の
下
に
、
連
邦
に
は
、
行
政
裁
判
の
統
一
的
手
続
法
の

(
3
)
 

方
法
が
ま
か
せ
ら
れ
た
。

一
九
五
三
年
二
月
六
日
の
議
会
で
、
は
じ
め
て
行
政
裁
判
所
法
か
政
府
草

案

(
F
m
E
E四
百
三

3
ろ
が
扱
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
立
法
ず
る
ま
で
に

(AZ 

は
至
ら
な
か
っ
た
。
一
九
五
七
年
十
二
月
十
七
日
の
第
六
会
期
で
ま
ず
審
議

が
為
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
法
委
員
会
(
問
2
Z窓
口
田
口

}ga)
と
内
務

委
員
会
(
〉
E
R
E
a
E円
阿
ロ
ロ
巾
お
ω)

に
委
ね
た
。
委
員
会
に
於
け
る
詳
細

な
審
理
の
後
、
連
邦
議
会
は
、

一
通
り
の
審
議
を
終
え
、
更
に
調
停
委
員
会

2
2
5己
百
四
包

E
R
E
a
)
の

一
九
五
九
年
十
二
月
、
連
邦
参
議
院
・
連
邦
会
議
が
同
意
し
て

一
九
五
九
年
の
二
回
の
読
会

P
2
5悶
)
で

最
終
案
に
、

遂
に
一
九
六

O
年
一
月
一
二
日
、
連
邦
の
統
一
的
行
政
裁
判
所
法
(
〈
当
。
。
)

(
6
)
 

は
発
布
さ
れ
た
。

(
1
)

の
20昨
N
E
r
q

宮
F
E
2
5
2ち
Emω
向
。
江
口
「
門
戸

N
ω
-
u・
5

N・

(
2
)

「
国
会
委
員
会
(
句

R
U
g
g
g
q
河
内
見
)
は
、
法
域
に
よ
っ
て
裁
判

所
を
区
別
す
る
こ
と
を
基
本
法
で
認
め
る
こ
と
は
こ
れ
を
避
け
よ
う
と

し
た
。
し
か
る
に
労
働
組
合
は
、
は
じ
め
か
ら
普
通
裁
判
所
か
ら
独
立

北法18(8・183)589
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九

1
)

垣内凶一吉田岡
ω
門市内
r
g垣内向)は、

連
邦
法
に
よ
っ
て
他
の
裁
判
所
に
明
示
的
に
指

定
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
憲
法
上
の
争
い
を
除
く
全
て
の
公
法
上
の
争
い

)
 
1
 
(
 

(と

r
c『
p
z
z
n
r
l
B
n
z
z
n
r
o
m可
2
c
m
Z
5ロ
)
に
於
い
て
認
め
ら
れ
る
」

(
2〉

と

規

定

す

る

。

裁

判

所

構

成

法

(

の

ぐ

C
)
十
三
条
と
対
立

こ
の
規
定
は
、

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

す
る
も
の
で
あ
る
ο

の
〈
の
十
三
条
が
原
則
と
し
て
全
て
の
私
法
上
の
争
い

を
通
常
訴
訟
に
よ
ら
し
め
る
一
方
、
〈
者
。
。
四
O
条
一
項
に
よ
っ
て
、
憲
法

上
の
争
い
を
除
く
全
て
の
公
法
上
の
争
い
に
於
い
て
行
政
訴
訟
を
認
め
る
も

(
3〉

の
で
あ
る
。

行
政
訴
訟
の
主
た
る
内
容
が
取
消
事
件
に
よ
っ
て
特
徴
ず
け
ら
れ
て
い
た

従
来
の
規
定
と
異
な
り
、
全
て
の
公
法
上
の
争
い
に
行
政
訴
訟
を
認
め
る
と

い
う
こ
と
は
、
行
政
行
為
の
存
在
、
不
存
在
が
行
政
行
為
の
許
容
性
を
決
定

す
る
の
で
は
な
く
、
「
公
法
上
の
争
い
」
が
本
質
的
意
味
を
有
す
る
に
至
つ

(
4
)
 

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
五
い
か
え
る
な
ら
、
行
政
訴
訟
を
、
行
政
行
為
の
取

消
と
の
関
連
で
把
握
し
て
き
た
伝
統
的
行
政
裁
判
の
理
解
か
ら
、

「
公
法
」

の
観
念
に
よ
っ
て
色
ど
ら
れ
た
行
政
裁
判
へ
の
脱
皮
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
近
時
、
公
法
上
の
争
い
に
関
連
し
て
、
公
法
と
私
法
の
区
別
の
問
題
が

や
か
ま
し
く
論
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
も
、
二
元
的
な
訴
訟
制
度
、
特
に
通

常
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所
の
管
轄
分
配
基
準
を
私
法
と
公
法
に
よ
ら
し
め
る

制
度
の
下
で
は
、
必
然
的
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
必
要
性

は
一
段
と
場
大
し
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
法
と
私
法
の
区
別
も
、
結

局
は
、
こ
の
二
元
的
裁
判
制
度
を
採
用
す
る
復
元
的
構
造
に
照
ら
し
て
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

こ
の
概
括
条
項
の
内
容
的
理
解
を
深
め
る
も
う
一
の
側
面
は
、
他
の
裁
判

所
へ
の
管
轄
指
定
で
あ
る
。
法
四

O
条
一
項
の
規
定
は
、
勿
論
、
基
本
法
に

保
障
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
に
は
全
て
の
公
法
上
の

争
い
が
行
政
裁
判
所
で
判
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
は
存
し
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
連
邦
法
に
よ
っ
て
公
法
上
の
争
い
を
他
の
裁
判
所
に
指

定
し
た
と
し
て
も
、
基
本
法
上
の
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
連
邦
法
に
よ
る
管
轄
指
定
規
定
が
基
本
法
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い

(
6〉

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
合
目
的
的
で
あ
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
法

四
O
条
の
概
括
条
項
は
確
か
に
広
く
包
括
的
に
行
政
訴
訟
を
認
め
る
も
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
重
要
な
例
外
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
法
四

O
条
を
め
ぐ

っ
て
、
公
法
と
私
法
の
区
別
の
問
題
と
同
時
に
、
こ
の
連
邦
法
に
よ
る
管
轄

指
定
規
定
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
概
括
条
項
の
特
徴
を
一
郎

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

〈
君
。
。
凶

O
条
一
項
の
「
〈

m
Z長
g
m
B
n
z
z
a」
の
言
葉
は

通
常
の
す
一
一
岡
市
Em--再
三
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
意
味
す
る
。

(ぞ
c

一7
F
P
C
-

∞-gz)

北法18(3-185)591 



料

ぐ
君
。
。
四

O
条
に
開
閉
す
る
文
献
と
し
て
は

何一志
HB白ロロ
l
H
J
U
E
R
U
〈
内
ヨ
岳
E
阿
倍
g
n
y
g。丘
E
口
問
・
関
O
B，

B
E
E
ご
3
8・

民
-zm巾同日…関。
B
E
g
g円
NC同
〈
者
。

0
・
呂
田
。
・

C
Z
山
〈
巾
門
司
白

-gD岡田官。
NmmH2Z・
5
8・

ロ
q
m
o
g
-
〈巾
H話回]門口口岡田向
R
K
Z
F
R
r
z
-
E
-
H・
呂
町
N-

J

弓
D
民
一
〈
命
円
君
主
門
戸
口
問
団
岡
市
n
Z・
E
-
s
g
-

吋
正
月
間
四
!
問
自
己
回
一
戸
市
『
守
口
ny
仏
巾
凹
〈
巾
号
岱
}
門
戸
口
問
団
B
n
Z
F
H申
告

択。。
rFHU
関
0
5
5
2
H
m円
N己
〈
R当
ω]古
口
同
ω
H
Z
Z
E
H
Lロロロ同・

s
g
-

Hり
o
g片
Y
O
R
H
I〈
民
毛
色
吉
ロ
mmHonrFH・
∞
〉
=
『
「

H
N
a
2
r
m
T〈・

o
m
E
g
u
関
O
B
E
g
g
N日
〈
伶
円
君
主
宮
口
容
，

何百ーい円}二回
OH仏ロロロ同・]ロ
w

由。-

E
E
n
r
2
u
F
n
r
g
d諸
問
己
ロ
仏
〈
0
2
m
g口
問
』
ロ
ロ
2
E
F
仏
巾
?

の
E
n
r
s
r
2
5
5ロ
ロ
白
円
r
r
g
H口
町
民
5
2
0口
分
同
〈
。
ヨ
告
白
口
問
中

mqH円
Z
E丘ロ
g
伺・

H
N
L
ι
P
E
g
-

(
3
)
d
r
u
p
白・

0
・
ω・∞印・

(
4
)

従
っ
て
訴
訟
の
種
類
は
、
民
事
訴
訟
に
一
致
し
て
、
給
付
訴
訟

(『
5
5
m
m
E
a
o
)
、
確
認
訴
訟
(
明
g
E
o
-
-
5
m
m
r
u向
。
)
形
成
訴
訟

(。
g
g
r
dロ岡田
rzmo)
に
分
類
さ
れ
る
。

(
E
E
m
R
-
P
F
0・
ω・
5hF)

(
5
)

「
基
本
法
に
は
全
て
の
公
法
上
の
問
題
に
対
す
る
行
政
裁
判
所
の

H

判
決
の
独
占
υ

(
開口
z
r
o広
E
m
ω
5
0口
OHE-
骨
片
ぐ
司
垣
島
ロ
口
容
-

mRFnZσ)

を
保
障
す
る
規
定
は
全
く
な
い
」
(
同
，
g
口。間関
1
関
3
5
H

H
h
r
z
n
r
ι
2
ぐ
刊
号
岳
g
m
5
n
z
-
∞
-
U
N
)

2 

資

6 

出

国

2
ヨ
ロ
コ
コ
一
む
な
め
ロ
円
一

E
H
4
5
7己
主
戸
内
河
R
一見出印可色合間}内巾

-
E戸

〈

D
ロ
仏
σロ
N=Mぽ
R
w
r
g口
(N-N-司・回内山・寸∞
-
H也市山印・

mu・
ω日
斗
)
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特

色

〈
君
。
。
四

O
条
一
一
項
に
集
約
さ
れ
た
管
轄
規
定
は
、
概
括
主
義
と
い
う

点
で
は
従
来
の
各
占
領
地
区
の
行
政
裁
判
所
法
と
差
異
は
な
い
が
、
内
容
的

に
は
種
々
の
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
管
轄
規
定
の
内
容
的

特
色
は
、
そ
の
ま
ま
行
政
裁
判
権
の
地
位
の
変
化
に
も
見
合
う
も
の
で
あ
ろ

(
2〉
A
ノ。

以
前
の
法
は
、
行
政
訴
訟
の
規
定
で
、
取
消
事
件
と
他
の
公
法
上
の
争

い
を
区
別
し
て
い
た
が
〈
d
b
o
四

O
条
は
こ
の
区
別
を
採
用
し
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
行
政
行
為
の
概
念
は
、
そ
れ
が
今
日
迄
の
法
に
有
し
て
い
た
行
政
訴

{
8
)
 

訟
の
許
容
性
に
と
っ
て
の
原
則
的
な
青
山
味
を
失
っ
た
。
行
政
訴
訟
は
、
公
権

力
に
よ
る
処
分
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
ま
た
公
権
力
が
一
般
に
直
接
争

円

4
〉

い
に
関
与
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
自
由
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

イに
、
行
政
訴
訟
の
許
容
性
と
特
定
の
訴
訟
類
型
(
邑
ω四
2

5と
と
の
連
結

ハ
5
)

(
』

E
E
5
)
が
解
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

行
政
行
為
の
取
消
に
向
け
ら
れ

る
場
合
の
み
で
な
く
、

一
般
的
に
公
法
上
の
争
い
に
つ
い
て
包
括
的
に
、
行

政
訴
訟
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
行
政
行
為
は
、
こ
こ
で
は
単
に
、
訴
訟
類

型
を
決
定
す
る
上
に
意
味
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。



ロ

従
来
、
紛
ら
わ
し
い
状
態
で
混
在
し
て
い
た
。
一
般
概
括
条
項
の
規
定

と
、
行
政
裁
判
所
の
事
物
管
轄

(
g
S
F
Z
N
E
S
E
-
m
g巳
)
の
規
定
を
分

離
し

訴
訟
の
許
容
性

(
N口
広
自

W
S
E
)
の
問
題
と
、
事
物
管
轄
の
問
題

)
 
1
 
(
 

(
〈
君
。
。
四
五
J
五
一
条
)
の
混
同
を
避
け
、
規
定
の
明
確
を
計
っ
た
。
従

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
概
括
条
項
そ
れ
自
体
の
内
容
的
変
更
と
云

う
よ
り
、
従
来
の
不
明
確
性
を
解
決
し
た
点
で
の
み
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

〈

6
〉
る。

〈
君
。
。
の
新
し
い
規
定
は
、

い
わ
ゆ
る
「
伝
統
に
よ
る
民
事
訴
訟
事

件」

(
N
E
S
S月四
g
n
r
g
r
S
F
吋

S
L
E
oコ
)
を
放
棄
し
た
。

ド
イ
ツ
に
は
、
伝
統
的
に
、

一
定
の
公
法
上
の
争
い
に
つ
い
て
民
事
裁
判

所
の
管
轄
権
を
品
同
定
す
る
考
え
方
が
あ
り
、
主
と
し
て
そ
れ
は
ラ
イ
ヒ
裁
判

所
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
〈
d

至
。
。
の
制
定
過
程
に
於
い
て
も
、

(
8〉

こ
の
伝
統
的
民
事
訴
訟
事
件
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
議
論
は
あ
っ
た
の
で
あ
る

が
、
結
局
、
今
日
の
行
政
裁
判
所
の
充
実
と
、
包
括
的
な
概
括
条
項
の
採
用

に
よ
っ
て
、
今
後
は
も
は
や
こ
の
種
の
事
件
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
考
え
が
支
配
的
で
あ
り
、
そ
の
考
え
が
規
定
を
決
定
し
た
。

従
来
、
判
例
が
、
こ
の
伝
統
的
民
事
訴
訟
事
件
を
支
払
え
て
き
た
理
論
的
根

(
9
)
 

拠
は
、
!
「
国
庫
説
」
(
担
保
ロ
凹
子

2
5
)
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前

述
ハ
第
一
章
・
第
二
節
・
第
二
款
〉
し
た
と
う
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
列
記

主
義
を
採
用
し
て
い
た
、
不
備
、
不
完
全
な
裁
判
所
体
制
に
於
け
る
歴
史
的

時
代
的
所
産
で
あ
る
以
上
、
〈
君
。
。
が
こ
こ
で
放
乗
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

伝
統
的
民
事
訴
訟
事
件
は
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
に
代
っ
て
、
今
後
は
、
民
事

裁
判
所
の
公
法
上
の
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
法
律
に
よ
る
明

文
の
規
定
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
回
目

ハ
指
定
に
よ
る
民
事
訴
訟
事
件

N
E
S
3
8
P
R
Zロ
r
s同
H
N
C
1
3
2
5悶
〉
0

以
上
三
点
に
わ
た
っ
て
〈
2

望
。
。
四

O
条
の
有
す
る
特
徴
を
、
旧
規
定
と

比
較
し
な
が
ら
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
特
色
か
ら
推
し
て
行
政

裁
判
権
自
体
の
持
つ
意
味
は
ど
う
変
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
基
本
法
の
新
体
制
の
下
で
〈
君
。
。
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
る
行
政

裁
判
権
の
概
念
は
、
行
政
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
行
政
法
の
領
域
で
す

る
法
宣
言
的
権
力
の
行
使
(
基
本
法
九
二
条
〉
を
意
味
し
、
同
時
に
、
国
家

の
裁
判
組
織
の
独
立
し
た
部
門
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
組
織
的
意
味
を
有
す

る
。
こ
れ
を
、
行
政
裁
判
所
の
機
能
的
側
面
に
即
し
て
み
る
な
ら
ば
、
行
政

処
分
の
取
消
を
事
後
的
に
争
う
方
式
の
み
の
狭
い
意
味
の
そ
れ
で
は
な
く
、

公
法
上
の
争
い
と
し
て
把
握
さ
れ
る
争
い
を
全
面
的
に
裁
断
す
る
広
い
意
味

で
の
そ
れ
に
変
っ
た
。
従
っ
て
行
政
訴
訟
と
云
う
場
合
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「
事
後
的
行
政
事
件
」

(gngb∞-wro
〈
2
当

ω-H¢口市山
ωω可
。
一
円
窓
口
}
凶
作
コ
)
と

北法18(3・187)593



料

の「
両始
方原
を的
含行
む政
広事
い{牛
膏」

謀(
の日
行宮
政吾
訴侃
訟i'i
を局

指(く
すU3
そ岳
し E
て宮

の[!:.

こ E
と与
は g

従と

資

来
の
、
行
政
の
客
観
的
な
合
法
性
の
コ
ン
ト

?
l
ル
の
み
を
任
務
と
し
て
い

た
行
政
裁
判
権
か
ら
、
今
や
、
行
政
の
違
法
な
権
利
侵
害
か
ら
、
個
人
を
積
極

的
に
保
護
、
権
済
し
、
国
家
に
対
す
る
市
民
の
主
観
的
権
利
、
請
求
権
を
裁

判
所
で
法
的
に
保
護
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
行
政
裁
判
権
へ
の
移
行
に
見
合
う

(
H
)
 

も
の
で
あ
る
。

基
本
法
上
、
行
政
裁
判
所
は
、

(
行
政
)
裁
判
権
を
対
象
と
す
る
機
能
的

意
味
で
の
裁
判
機
関
に
他
な
ら
ず
(
基
本
法
九
六
条
一
一
項
)
、

通
常
裁
判
所

と
同
一
の
価
値
を
有
す
る
機
関
と
し
て
、
裁
判

(
m
R
r仲間宮
2
7
5
m
)
を
行

な
う
も
の
で
あ
る
。

(
1
)

学
説
の
中
に
は
、
「
表
現
の
差
異
こ
そ
あ
れ
、
実
質
的
に
は
従
来
の

規
定
を
何
ら
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
差
異
を
否
定
す
る

も
の
も
あ
る
。

ωnrcロ
nrlりぬ

2
2
r
h
関

-Fzm昭
一
民
O
内

Z
2
・
H
W
M

吊
司
自
白
ロ
ロ
l
M
りる

E
2
u

F
リ
ン
カ

l
は
、
「
表
現
上
の
差
異
は
あ
っ
て
も
内
容
を
変
更
す
る

も
の
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
〈
君
。
。
は
、
概
括
条
項
に
「
最
も
広

い
"
活
動
の
余
地

μ
(
ω
E
3
5
)
を
与
え
て
は
い
る
」
と
す
る
。

(
閉
口
口
問

2
・
p
p・

c-
∞-
H
N
E
)

(2)
。・

7向
合
宿
一
山
〉
E
d司王
h
g
m
g
《
目
白
〈
2
E
L
2
5
M
O
g
o
H
m
L
E
E
-

注
目
口
町

5

2
岳
g
m
z
E
〈

2
4山
口
口
口
問

5
n
y
S
3
7
5四・

(
巧
自
己
g
m
g
仏

2
5
r
g
s
E
5
2
3
2
岳
E
m
)
ω
・

5.

(
3
)
c
r
u
F
P
C
-
∞-NH・

(
4
)
C
Z
一F
P
C
-
∞-NH・

「
例
え
ば
、
原
告
が
、
国
家
機
関
の
名
誉
回
以
換
、
あ
る
い
は
蛍
業
妨

害
と
な
る
よ
う
な
表
示
(
〉
三
ω
2ロ
ロ
問
)
に
対
し
て
、
取
消
訴
訟
を
提
起

し
た
よ
う
な
場
合
に
、
と
も
か
く
行
政
訴
訟
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
関
し

て
は
疑
い
が
な
い
。
公
法
上
の
争
い
と
云
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
こ
の
様
な
俗
博
的
な
表
示
が
行
政
行
為
の
概
念
を
満
た
す
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
は
、
選
択
す
べ
き
訴
訟
形
式
に
と
っ
て
一
定
の
役
割

を
果
た
す
に
過
ぎ
な
い
。
取
消
訴
訟
の
可
能
性
の
否
定
は
そ
の
ま
ま
、

行
政
訴
訟
の
許
容
性
の
排
除
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
」

(5)
出

-
F
宣
告
B
山
手
ヨ
白

-
Z口
問

ω
5
5
5
m
g
L
E
a
2
2
8・

同)。〈・]{由目。・

ω・
ω
由串・

(
6
)

宮

05-
山
田

-
P
0・
ω
-
E
0・

(
7
)

判
例
は
こ
れ
を

N
E
S
S
N何
回
由
民
宮
口
昨

S
F
C
Z
己正
2
5
m
p
l

r
g『
門
出

2
r
C
B
E
S
-
-
r
s丘
、
]
J

宮内山

E
Cロ・

5
5
-
r
N
H
i
s
H
D
N島
s

E
n
y
o
p
ρ
E
2
2
p
x
v吉
田
∞
m
m
n
Z
P
等
の
呼
び
名
を
用
い
て
表
現
し
て

き
た
。

北法18(3・188)594-

(
8
)
c
r
回

R
r
D聞
の
如
き
公
法
学
者
は
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
こ
の
観

念
の
存
続
に
反
対
し
、
民
法
学
者
、
民
事
訴
訟
法
学
者
の
閑
に
も
こ
れ

に
同
調
す
る
者
は
多
か
っ
た
。
(
明
-
E
Eロ山

C
=
5
5
5
r
5
m
g
N
C円



)
 
-(
 

NZω
門此
2
L
目mrぬい門牛命
-
1
N
7
ふ
一
四
め
ユ
円
一
足
。
=
=
む
「
{2d己目。一戸
1

5
n
y
己】
n
yぬ
口
切
。
円
O
H
n
r
H
H
m
w
印串・

ω・
ω4)

(
9
)

フ
オ
ル
ス
ホ
プ
の
説
明
に
従
え
ば

「
専
制
主
義
的
な
警
察
国
家
の
時
代
に
、
法
、
か
明
示
的
に
認
め
て
い

な
い
場
合
に
、
行
政
か
ら
個
人
を
効
果
的
に
保
護
す
る
た
め
に
、
国
家

と
国
民
の
聞
の
関
係
で
、
財
産
権
の
主
体
と
し
て
の
国
家
と
、
権
力
主

体
と
し
て
の
国
家
と
を
区
別
し
、
前
者
を
国
庫
(
吉
田
r
E
)
と
観
念
す

る
こ
と
に
よ
り
、
人
民
は
こ
の
国
庫
に
対
し
て
補
償
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
句
2
2
rえ『
υ

P

P
・
O
-
m
-
坦
坦
)

(
日
山
)

zn一回一正月口

西ドイツ省政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
は
云
う

「
も
し
、
連
邦
の
行
政
裁
判
所
法
が
も
う
六
年
ば
か
り
早
く
制
定
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
行
政
裁
判
権
が
少
な
く
と
も
司
法
裁
判
所
と
同

じ
確
固
た
る
基
礎
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
行
政
裁
判
所
に
と

っ
て
固
有
の
管
轄
領
域
の
損
失
は
、
十
中
、
八
・
九
迄
ま
ぬ
が
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
」

(N毛
色
岡
町
三
一
己
σ
R
2
2向
。
∞
可
2
え
自
問
g
L
2

ロ
2

2
〈
2
4〈
乙
守
口
口
間
切
m
q
w
r
g
oみ
ロ
ロ
ロ
聞
い
り
〈
回
H

・

5
8・∞
-
N
N由
)

(
日
)
指
定
は
、
連
邦
法
と
同
じ
く
ラ
ン
ト
法
の
領
域
で
は
、
ラ
ン
ト
法
に

よ
っ
て
も
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
(
〈
君
。
。
四

O
条
一
項
二
段
)
。

〈
君
。
。
の
発
効
以
前
の
ラ
ン
ト
法
が
、
行
政
裁
判
所
以
外
の
裁
判
所

に
指
定
し
て
い
る
時
は

l
1
1そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
限
り
1

1新

し
い
法
の
定
立
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
の
立
法
者
は
、

〈
唱
の
O

の
発
布
後
も
、
他
の
裁
判
所
に
指
定
す
る
こ
と
が
適
当
か
ど

う
か
を
再
審
査
す
べ
き
で
あ
る
。

ω・
同
企
J
E日
)

(
ロ
)
剛
ハ
ロ
ロ
向
。
H
U
F
F
。・

ω
品川四・

(
日
)
宮
R
E
v
p
P
0・∞・

5
叶・

(
U
)
同

P

Z
日
戸
ヨ
山
口
口
山
口
庁
間
2
2
N
Z口
}H巾
〉
『
四
円
巾
口
NEDm
向日合開ハ
O
B宮
宮
口
N

仏

R
N
H〈己
115門】〈
2
4白
-
Zロ岡田
m
R
E呂田
t
R
Z
F
S印
ω・
ω・
5
・

(-wV42MM
山口
2
1
}
u
s
r

一。『口
p

p
。・

第
町
三
叫
私

公
法
と
私
法

法
四

O
条
一
項
が
H

憲
法
上
の
争
い
を
除
く
「
全
て
の
公
法
上
の
争
い
」
μ

と
規
定
す
る
と
き
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
公
法
上
の
争
い
の
概
念
で
あ

る。

「
公
法
上
の
争
い
」
は
、

「
公
法
」
に
基
づ
く
法
律
関
係
に
つ
い
て
の

争
い
と
云
い
得
る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
結
局
、
公
法
と
は
何
か
の
問
題
に
行

き
当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
公
法
と
は
、
特
に
、
公
法
と
私
法
の

区
別
の
標
準
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
か
の
問
題
は
、
古
今
東
西
を
通
じ
て

多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
一
面
の

真
理
を
と
ら
え
る
の
み
で
、
今
だ
、
明
断
、
決
定
的
な
標
準
を
確
立
し
得
て

(
1
X
2
)
 

い
な
い
状
況
で
あ
る
。
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唯
注
意
す
べ
き
は
、
公
法
と
私
法
と
が
、
実
定
法
秩
序
の
中
で
、
裁
判
所

の
管
轄
分
配
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
、
こ
の
間
題

も

法
の
分
類
学
的
見
地
、

あ
る
い
は
法
哲
学
的
見
地
か
ら
す
る
「
理
論



料

的
」
又
は
「
本
質
的
」
区
別
と
云
う
よ
り
、
管
轄
決
定
の
観
点
か
ら
す
る
技

ハ
3
〉

術
的
、
制
度
的
区
別
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
云
い
か

資

え
れ
ば
、
行
政
裁
判
所
、
司
法
裁
判
所
の
複
一
冗
的
裁
判
構
造
を
と
る
制
度
の

下
で
公
法
と
私
法
を
論
ず
る
場
合
、
そ
れ
は
裁
判
制
度
の
あ
り
か
た
い
か
ん

に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

公
法
上
の
争
い
に
対
す
る
概
念
と
し
て
、
裁
判
所
構
成
法
(
の
〈
の
)
十
三

条
に
は
「
民
事
事
件
」

(
E
a旦
江
戸
内

H
N
R
Z
E
B
E
m
r
z
g
)
の
諮
が
あ

(
4
)
 

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
応
、
民
事
事
件
(
私
法
事
件
)
は
通
常
裁
判
所
、
行

て政
い事
る2件
〆「

従公
つ=
て事
{牛

~、ノ

法 11
と 干丁
私政
法裁
の判
問所
題と
をい
考う
え管
る 聖書
に分
際配
し基
、準
こカ1
の確

2音
d れ

の
民
事
事
件
(
私
法
事
件
)
が
何
を
意
味
す
る
か
を
探
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の

足
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
民
事
事
件
の
概
念
を

め
ぐ
っ
て
判
示
し
た
裁
判
例
も
、
あ
る
い
は
諸
ラ
ン
ト
の
こ
の
原
則
を
定
め

た
立
法
例
も
、
か
な
り
多
い
に
拘
ら
ず
、
過
去
の
立
法
、
判
例
か
ら
私
法
事

件
、
す
な
わ
ち
公
法
と
私
法
の
区
別
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
何

故
な
ら
ば
、
立
法
及
び
判
決
は
、
裁
判
所
構
成
法
十
三
条
の
「
民
事
事
件
」

の
観
念
が
、
実
質
的
意
味
に
於
け
る
「
私
法
事
件
」

(P252zgnzw

N
5
E口
宮
)
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
私
法
上
の
争
い
と
は
、
私
法
法
規

を
適
用
す
べ
き
争
い
で
あ
る
こ
と
迄
は
説
示
し
な
が
ら
、
で
は
私
法
と
は
如

何
な
る
法
で
あ
る
か
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
語
る
と
こ
ろ
が
鉱
山
い
の
み
な
ら

ず
、
た
ま
た
ま
こ
れ
に
触
れ
た
も
の
が
あ
る
場
合
で
も
、
そ
の
趣
旨
に
多
く

の
不
一
致
と
不
明
瞭
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
公
法
と

私
法
の
区
別
が
単
純
な
相
違
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
、
複
雑
な
原
因
、
殊

ι

ド
イ
ツ
固
有
の
制
度
及
び
思
想
に
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
及
び
思
想
の
影
響
が
'
加

〔

8
(

っ
た
こ
と
の
結
果
を
一
万
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

過
去
の
判
例
・
立
法
例
に
、
公
法
と
私
法
の
明
確
な
基
準
を
求
め
得
な
い
と

す
れ
ば
、
今
日
の
複
元
的
訴
訟
制
度
を
採
る
裁
判
構
造
の
下
で
の
合
理
的
、

技
術
的
解
釈
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
私

法
事
件
は
通
常
裁
判
所
に
、
公
法
事
件
は
行
政
裁
判
所
に
管
轄
権
を
分
配
し

た
制
度
的
秩
序
に
最
も
よ
く
合
致
し
、
そ
の
思
潮
の
要
求
に
最
も
よ
く
応
え

る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
特
に
、
過
去
の
伝
統

的
行
政
裁
判
制
度
が
徹
底
的
に
解
体
さ
れ
、
斬
新
的
手
続
と
構
造
を
持
っ
て

登
場
し
た
裁
判
制
度
の
下
に
於
い
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
於
い
て
、
近
年
ド
イ
ツ
学
会
に
於
い
て
注
目
さ
れ
、
判
決
に

も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
H
・
J
・
ヴ
オ
ル
フ
(
戸
]
・

4
0
-
R
)
の
見
解
は
(
9
J
 

多
く
の
支
持
を
あ
お
、
ぎ
つ
つ
あ
る
有
力
な
試
み
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
心

ヴ
オ
ル
フ
は
、
公
法
と
私
法
の
区
別
を
、
法
的
規
制
の
基
礎
た
る
社
会
生
活

関
係
で
な
く
、
も
つ
ば
ら
実
定
法
規
の
性
質
に
求
め
、
区
別
の
決
定
的
基
市
中
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は
、
法
規
の
帰
属
主
体
の
異
質
性
(
〈
刊
号
主
止
S
F伊
丹

色

2
N
d
O
H
含
g
m
m
a

日ロ
r」
orHO)

そ
し
て
一
般
的
潜
在
的
に
全
て
の
人
に
権
利

に
あ
る
と
し
た
。

を
与
え
義
務
を
訴
す
る
法
規
が
私
法
で
あ
り
、
国
家
、
及
び
、
公
権
力
の
他
の

)
 

噌

i(
 
担
い
者
(
吋
S
m
o
H
F
O
z
-
-
5
F
2
c
m
d
E
F
)

あ
る
い
は
そ
の
機
関
に
の
み
、

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

す
な
わ
ち
行
政
主
体
に
の
み
権
利
を
与
え
義
務
を
課
す
る
法
規
が
公
法
で
あ

る
と
す
る
。
従
っ
て
、
公
法
は
全
て
の
主
体
に
妥
当
す
る
一
般
法
た
る
私
法

の
特
別
法
で
あ
る
か
ら
、
疑
わ
し
い
場
合
に
は
、
常
に
私
法
的
性
質
の
法
関

係
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ヴ
オ
ル
フ
の
見
解
は
、
従
来
、
民
法
学
・
民
事
訴
訟
法
学
の
分
野
で

支
配
的
だ
っ
た
「
権
力
部
〕
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
。
確
か

に
、
権
力
説
に
云
う
「
支
配
・
服
従
関
係
」
に
よ
っ
て
、
完
全
に
公
法
の
メ

ル
ク
マ

l
ル
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
同
権
者
」
(
の
E
n
F
m
B
n
r・

巴
間
同
)
間
の
公
法
上
の
権
利
義
務
関
係
が
存
在
し
得
ょ
う
し
、
公
法
上
の
契

(日〉

約
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
権
利
義
務
関
係
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公

法
上
の
争
い
は
、

一
口
に
云
っ
て
、
公
法
法
規
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
権
利

義
務
関
係
と
云
い
得
る
が
、
そ
の
公
法
と
は
、
財
産
的
請
求
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
関
係
な
く
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
た
上
述
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
一
応
の
標
準
を
示
す
も
の
と
云
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
標
準
に
よ
っ
て
、
公
法
上
の
争
い
を
見
る
時

に
は
、
当
事
者
の
権
利
義
務
が
公
法
法
規
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ

は
公
法
上
の
争
い
で
あ
る
か
ら
、
広
い
範
囲
に
理
解
さ
れ
る
。

勿
論
、
公
法
と
私
法
の
区
別
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
完
全
に
与
え
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
多
く
の
学
問
的
蓄
積
と
判
例
の
推
移
の
中

で
絶
え
ず
求
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
政
法
学
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

一
々
詳
細
に
列
挙
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
代
表
的
な
主
な
る
学
説

を
契
約
す
れ
ば
、

国
家
又
は
社
会
の
利
益
を
保
護
す
る
法
は
、
公
法
で
あ
り
、
私
人
の

利
益
を
保
護
す
る
法
は
私
法
で
あ
る
と
す
る
「
利
益
説
」

(
H
Z
2日
開
口
l

p
g口
。
)
、
人
類
の
政
治
的
生
活
に
関
す
る
法
を
公
法
と
し
、
民
事
的

な
生
活
に
関
す
る
法
を
私
法
と
す
る
「
生
活
説
」
、
私
法
は
対
等
の
立

場
に
立
つ
私
人
相
互
間
の
関
係
を
規
律
す
る
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
公

法
は
種
々
の
統
一
主
体
の
相
互
関
係
、
若
し
く
は
統
治
主
体
の
組
織
、

作
用
並
び
に
、
統
治
主
体
と
被
統
治
主
体
の
間
の
関
係
を
規
律
す
る
法

で
あ
る
と
す
る
「
主
体
説
」
(
∞
己
主
巾

r
z
F
gユ
ゆ
)
、
法
を
権
力
法
と
財

産
法
に
区
別
し
、
前
者
を
公
法
、
後
者
を
私
法
と
す
る
「
客
体
説
」

(
o
r」尖
Z
H『
5
2
5
)
、
法
の
規
定
し
て
い
る
法
律
関
係
の
性
質
が
支
配
、

服
従
の
関
係
で
あ
る
か
、
平
等
の
対
立
者
間
の
関
係
で
あ
る
か
と
い
う

点
に
公
法
、
私
法
の
区
別
の
標
準
を
求
め
ん
と
す
る
「
権
力
説
」

(
ζ
R
E子
8
1
m
)

が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
利
益
説
、
ド
イ
ツ
で

は
権
力
説
が
支
配
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
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料、資

2 

公
法
概
念
の
不
明
確
性
を
、
法
律
の
概
念
規
定
に
よ
っ
て
解
決
す
る

ニ
と
は
、
〈
之
の
O
発
布
の
際
に
は
故
意
に
為
さ
れ
な
か
っ
た
。
〈
色
。

草
案
三
八
条
(
現
・
四

O
条
)
の
理
白
書
に
も
あ
る
如
く
、
そ
れ
は
む

し
ろ
、
判
例
や
学
問
に
委
せ
た
方
が
妥
当
で
あ
る
と
の
配
慮
か
ら
で
あ

っ
た
。
(
烈
}
宮
よ
問
雪
山

P

白・

0
・
ω-HMWC)

「
制
度
的
」
又
は
「
技
術
的
」
な
区
別
と
は
、
「
特
定
の
実
定
法
秩

序
に
於
い
て
何
ら
か
の
技
術
的
な
必
要
に
基
づ
い
て
」
な
さ
れ
て
い
る

区
別
の
こ
と
で
あ
り
、
「
理
論
的
」
又
は
「
本
質
的
」
な
観
念
と
は
、

「
一
般
に
法
秩
序
を
構
成
す
る
諸
々
の
法
規
を
そ
の
論
理
的
性
質
に
基

づ
い
て
」
区
別
し
た
場
合
の
観
念
を
云
う
も
の
で
あ
る
。
(
宮
沢
俊
義

「
公
法
と
私
法
の
区
別
に
関
す
る
論
議
に
つ
い
て
」
国
家
学
会
雑
誌
四

3 

九
の
九
)

4 

裁
判
所
構
成
法
十
三
条
の
「
民
事
事
件
」

(
E品
2
2
n
Z
問
R
E
m
-

え
B
E
m
r巳
件
。
ロ
)
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
実
質
的
な
意
味
で

の
「
私
法
上
の
争
い
」
(
?
芝
田
片
足
各
仲
間
同
円

Z)
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
争
い
が
あ
っ
た
に
せ
よ
一
応
肯
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
ド
イ
ツ
裁
判
所
構
成
法
十
三
条
の
指
示
す
る
司
法
裁
判
所
と

行
政
機
関
と
の
間
の
権
限
の
分
界
が
、
同
法
制
定
当
時
の
諸
邦
に
於
て

略
々
一
致
し
て
実
質
的
に
私
法
事
件
と
公
法
事
件
と
の
区
別
に
相
当
す

る
も
の
と
せ
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
同
条
民
事
事
件
の
観
念
が
予
定
し

た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
の
実
質
的
な
私
法
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
上

述
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
が

j
i
-
-
-
」
(
柳
瀬
良
幹
「
行
政

法
に
於
け
る
公
法
と
私
法
」
一
一
三
頁
以
下
)

0

(
5
)

切
の
巳
・
〈
-
N
3
・
P
3
2・
(
〈
史
君
回
同
省
『
・

5-ma
申(}印)

(
6
)

柳
瀬
良
幹
・
前
掲
書
は
、
各
ラ
ン
ト
の
司
法
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所

の
権
限
分
配
に
関
す
る
立
法
例
、
判
決
例
を
詳
細
に
掲
げ
、
結
局
、
そ

れ
ら
を
通
じ
て
云
え
る
こ
と
は
「
裁
判
所
構
成
法
に
云
う
民
事
事
件
が

実
質
的
に
性
質
上
私
法
的
な
る
事
件
を
意
味
し
」
「
私
法
事
件
と
は
論

理
的
に
私
法
法
規
を
適
用
せ
ら
る
べ
き
事
件
の
意
味
で
あ
る
」
こ
と
は

窺
え
て
も
「
而
し
て
、
そ
の
場
合
に
云
う
私
法
と
は
如
何
な
る
法
で
あ

る
か
」
に
つ
い
て
は
「
立
法
及
び
判
例
は
遂
に
明
答
を
与
え
る
こ
と
が

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
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7
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9
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同
庁
〉
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片
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ロ
1

N
E
m
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Cロ
N
E
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B
n
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内
向
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円
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何
時
垣
ωロロロ岡田叫巾
n
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日
刊
)
同
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2
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2
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U
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E
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n
y
o
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E
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2
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m
E
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Z
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ロ
3
2
F
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山
〈

R
S
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Z口問団円。。ゲ片岡・

5
2・∞・

2
・

(
日
)
回

2
5
g
n
r
J
F
E
R同rR}岡山

N
E
-目
vgNO由。同
ιロロロ由・

5
8・
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ωC内同問。

-u即位吋聞の町一
-
n
F
2
0
2
2
N
r
c
n
r・同内
O
B
E
g
s円
ω・
5
・

(
ロ
)
「
例
え
ば
一
時
的
救
済
の
義
務
あ
る
社
会
福
祉
団
体
(
司
貸
出

O
H
m
7

〈
2JrgL)
の
最
終
的
に
義
務
あ
る
社
会
福
祉
団
体
に
対
す
る
損
害
賠
償

請
求
に
関
す
る
社
会
福
祉
団
体
聞
の
法
律
関
係
」

柳
瀬
・
前
掲
書
一
四
九
頁

柳
瀬
・
前
掲
書
一
四
九
頁
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日
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2
H
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回
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5
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E
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Lr間
口
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↑
ロ
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。
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E
C
R
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l
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〈
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3
m
F
(〈
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者
〉

R
r・
ぉ
・
∞

-
H
S・)

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

第
二
章

西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
の
問
題

第
一
節

序

言見

第
一
章
で
、
ド
イ
ツ
に
初
め
て
行
政
裁
判
所
が
創
設
さ
れ
て
以
来
、

六
O
年
の
現
行
制
度
の
完
成
に
至
る
ま
で
の
行
政
裁
判
所
の
歴
史
的
推
移
を

み
て
き
た
。
基
本
法
に
於
け
る
行
政
裁
判
権
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
地
位
を

定
め
る
規
定
、

〈
話
。
。
制
定
に
よ
る
組
織
的
、
手
続
的
規
定
の
充
実
は
、

行
政
裁
判
所
の
地
位
、
及
び
そ
の
機
能
的
意
義
を
飛
躍
的
に
発
展
ぜ
し
め
る

も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
法
四
O
条
の
管
轄
規
定
は
、
広
く
公
法
上
の
争
い

に
行
政
訴
訟
を
開
く
も
の
で
あ
り
、
通
常
裁
判
所
と
並
ん
で
人
民
の
権
利
、

義
務
に
関
す
る
争
訟
を
裁
断
す
る
裁
判
機
関
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
に

な
っ
お
戦
前
の
行
政
裁
判
所
と
戦
後
の
そ
れ
と
の
決
定
的
相
違
は
、
そ
れ

が
行
政
機
関
で
あ
る
か
、
裁
判
機
関
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
つ

て
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
は
、
行
政
組
織
に
組
み
込
ま
れ
た
行
政
機
関
と
し

て
の
行
政
裁
判
所
と
、
司
法
機
関
と
し
て
の
通
常
裁
判
所
と
の
権
限
分
配
か

ら
司
法
機
関
内
部
の
権
根
分
配
の
問
題
へ
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

基
本
法
九
六
条
一
項
は
、
普
通
、
行
政
、
財
政
、
労
働
お
よ
び
社
会
の
各

法
域
に
つ
い
て
、
高
等
連
邦
裁
判
所
を
設
け
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
行
政
の
領
域
で
行
政
裁
判
権
の
制
度
的
保
障
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
基
本
法
が
行
政
裁
判
所
に
一
切
の

公
法
上
の
争
い
を
判
決
す
べ
き
独
占
的
判
決
(
開

E
E
E
5∞5
3
L
U
U
)

の
権
限
を
保
障
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
疑
い
な
い
。

九

従
っ
て

〈
君
。
。
四
O
条
一
一
項
が
、
公
法
上
の
争
い
を
明
文
の
規
定
で

他
の
裁
判
所
に
指
定
し
得
る
可
能
性
を
置
い
た
と
し
て
も
、
前
記
の
基
本
法

の
立
場
を
考
慮
す
る
限
り
、
基
本
法
違
反
と
な
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
連
邦
法
が
無
制
限
に
公
法
上
の
争
い
を
他
の
裁
判
所
に
指
定
し
た
と

し
た
ら
一
体
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
w

実
に
、
公
法
上
の
争
い
と
さ
れ
て
い

る
争
い
が
、
連
邦
法
に
よ
っ
て
他
の
裁
判
所
、
と
り
わ
け
通
常
裁
判
所
に
指

定
さ
れ
て
い
る
例
は
極
め
て
多
い
。
ま
た
、
そ
の
指
定
規
定
の
合
理
性
が
問

わ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

「
合
憲
的
で
あ
る
」
(
〈
2『

5
5
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
、
「
合
目
的
的
で
あ
る
」

(
N
宅

2
「
自
由
民
記
官
三

北法18(3・193)599



料

つ
ひ
}

と
い
う
こ
と
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
的
法
発
展
の
舞
台
で
、

一
定
の
公
法
上
の
争
い
が
、
判
例
上
あ
る
い

資

は
立
法
上
、
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
た
動
機
に
は
、
複
雑
且
つ
多
く
の
要

因
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
最
も
直
接
的
な
原
因
は
、
裁
判
官
独
立
の

保
障
も
な
く
、
出
訴
事
項
が
限
ら
れ
、
手
続
も
不
備
、
不
完
全
で
あ
っ
た
行
政

裁
判
所
の
時
代
に
、
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
か
ら
個
人
の
権
利
を
救
済
す

る
た
め
に
と
ら
れ
た
、
法
技
術
的
、
法
政
策
的
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
必
要
は
、
警
察
国
家
以
来
の
国
庫
説
の
形
成
に
も
影
響
し
た
。
云
い
か

え
れ
ば
、
行
政
訴
訟
事
項
に
つ
い
て
列
記
主
義
を
採
用
す
る
行
政
法
体
系
は

い
わ
ば
行
政
救
済
の
欠
け
た
法
律
関
係
を
私
法
化
せ
ん
と
す
る
衝
動
を
内
包

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
庫
説
と
は
F

ド
イ
ツ
司
法
裁
判
所
が
そ
の
衝
動

を
充
さ
ん
と
し
て
十
九
世
紀
を
通
じ
て
利
用
し
た
歴
史
的
学
説
な
の
で
あ

る。
現
在
の
行
政
裁
判
制
度
の
下
で
、
こ
の
よ
う
な
法
政
策
的
、
技
術
的
配
慮

が
不
用
な
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
国
庫
理
論
も
否
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

わ
が
、
現
行
指
定
規
定
の
中
に
、
明
ら
か
に
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と

〔の〉

思
わ
れ
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
政
策
的
動
機
が
失
な

れ
た
現
在
、
な
お
も
連
邦
法
に
よ
る
指
定
が
存
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ベ

7
】

の
は
如
何
な
る
理
由
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
そ
れ
が
ど
と
ま

で
合
理
的
、
合
目
的
的
な
の
だ
ろ
う
か
ω

以
上
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
論
を
進
め
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
具
体
的
に

体
如
何
な
る
法
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
争
い
が
他
の
裁
判
所
(
こ
こ
で
は
民

事
裁
判
所
に
限
る
〉
に
指
定
さ
れ
て
い
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
多
く

の
指
定
規
定
は
そ
れ
自
体
、

一
定
の
思
想
的
背
景
な
い
し
技
術
的
必
要
性
の

下
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
事

裁
判
所
の
管
轄
と
す
べ
き
で
な
い
一
群
の
指
定
が
判
然
と
さ
れ
る
。
そ
の
作

業
の
過
程
で
指
摘
さ
れ
た
数
々
の
問
題
点
、
特
に
指
定
規
定
の
非
合
理
性
の

追
求
と
そ
の
評
価
の
段
階
は
そ
の
後
(
第
三
章
)
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

(
1
)

西
ド
イ
ツ
基
本
法
の
行
政
裁
判
所
が
司
法
機
関
か
行
政
機
関
か
に
関

し
て
争
い
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
基
本
法
二

O
条
二
項
・

九
六
条
一
項
の
規
定
か
ら
し
て
、
明
ら
か
に
司
法
機
関
で
あ
り
、
西
ド

イ
ツ
学
会
の
大
多
数
の
意
見
で
も
あ
る
。
(
山
田
準
次
郎
・
前
掲
書
・

五
七
頁
以
下
)
。

(
2
)

国
・
出
。
ロ
ヨ
ω
ロ
ロ
ぃ
。
止
め
ロ
己
付
r
i
B
n
z
z
n
r
m
同
2
r仲間門
E
E
m
r
O
5ロ

〈

E
L
E
N
E
-悶
2
5
g口

(NNHνE-
斗∞・

5
2・
ω・
ω怠
)

(
3
)

学
説
・
判
例
の
採
用
す
る
立
場
で
あ
る
。
(
後
述
第
三
章
)

(
4
)

制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
行
政
裁
判
権
か
ら
実
際
に
立
法
に
よ
っ
て
か

な
り
の
権
限
が
取
り
去
ら
れ
、
行
政
裁
判
所
が

H

空
の
袋
μ
(
}
2
5

恒
三
一
。
)
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
、
そ
の
様
な
立
法
は
窓
口
出

北法18(3・194)600 



)
 
1
 
(
 

違
反
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
(
戸
固
め
口

B
Eロハ
F

ロ・。・

ω・
ω
3・

国

-
0
5
4
R
U
C
R
W
E
m諸
氏
自
由
戸
ロ
閃
己
ロ
円
四
〈
2
p
r
g
Z
州
内

m
w
H
E
ア

ω
5
5
R
Z口
・
宮
口
同

N
s
a・
ω・
5
0・)

(
5
)

出
・
出
O
R
E
mロロ

H
F
P
C
-
ω
・
8
4・

(
6
)

「
〈
君
。
。
自
体
も
、
今
迄
は
伝
統
的
民
事
訴
訟
事
件
と
し
て
扱
わ

れ
て
き
た
事
件
を
、
再
た
び
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
に
も
ど
し
て
い
る

(四

O
条
二
項
〉
。
こ
の
概
念
は
〈
君
。
。
の
発
効
以
来
、
過
去
の
も

の
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
四

O
条
二
項
に
よ
っ
て
今
度
は

H

指
定

に
よ
る
民
事
訴
訟
事
件
μ

に
変
え
ら
れ
た
」
(
列
・

g
k
r
h
U
E
R
P口付
l

}FnrlHAUAur---nymロ
N
己丘一白口門間
mrm-
円。ロ門】巾同

NF〈
H一間巾
HLnr一定
v
m
H
ω
ω
門閉山
i

ゲ

FWHm2
ロロ仏

m
g
m
ユω
問。君主円・

ω・
ω∞
斗
)

(
7
)

一
九
五
二
年
十
二
月
の
連
邦
政
府
草
案
三
八
条
(
現
・
四

O
条
)
の

理
由
香
に
も
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
従
っ
て
、
将
来
、
民
事
裁
判
所
が
そ
の
管
轄
権
を
単
に
伝
統
的
な

通
常
裁
判
所
の

H

占
有
状
態
μ

(
回

2
5出
窓
口
仏
)
か
ら
引
き
出
す
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
民
事
裁
判
所
が
公
法
上
の
争
い
を
も
判
決
す
る
権
限
が

あ
る
と
承
認
す
る
必
要
性
は
・
:
:
行
政
裁
判
所
が
、
ま
だ
十
分
に
完
成

し
て
い
な
か
っ
た
限
り
は
、
や
は
り
存
在
し
て
い
た
:
。
今
後
は
行
政

裁
判
権
は
真
の
裁
判
権
に
発
展
し
、
民
事
裁
判
権
と
同
価
値
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
伝
統
に
よ
る
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
に
対
す
る
実

際
上
の
必
要
性
は
失
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
:
:
:
:
」

(烈

r
g
h
ロ・口
-
0・
ω・
会
山
)

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

第
二
節

民
事
裁
判
所
の
公
法
上
の
管
轄
権

第
一
款
職
務基
責本
任法
請の
求管
轄
指
定T

基
本
法
コ
一
四
条
は

l
あ
る
人
が
自
己
に
委
託
さ
れ
た
公
務
の
執
行
上
、
第
三
者
に
対
し
て
、

負
担
す
る
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
た
時
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
者
を
使
用

す
る
国
又
は
公
共
団
体
が
責
任
を
負
う
。
故
意
又
は
重
過
失
が
あ
る
時
は
、

求
償
を
さ
ま
た
げ
な
い
。
損
害
賠
償
請
求
、
及
び
求
償
請
求
権
に
つ
い
て
は

通
常
裁
判
所
に
出
訴
す
る
権
利
が
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
|

〈

2
〉

と
規
定
す
る
。

基
本
法
自
体
が
職
務
責
任
請
求
(
〉

g
z
E円苫ロ
m
E回目安
cnr)
を
通
常
裁

判
所
に
指
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
理
由
と
実
際
上
の
理
由
と

(

3

)

 

が
あ
っ
た
。

歴
史
的
な
事
情
と
云
う
の
は
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
一
一
一
一
一
条
が
、
職
務
義

務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
は
民
事
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
と

北法18(3・195)601

規
定
し
、
基
本
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
再
た
び
こ
の
法
状
態
が
維
持
さ
れ
た

(

4

)

 

の
で
あ
る
。
元
来
、
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
は
、
そ
の
制
定
に
あ
た
っ
て
、
当
時
行

政
裁
判
所
の
権
限
が
、
主
た
る
ラ
ン
ト
に
於
い
て
は
列
記
主
義
に
よ
っ
て
規



半十

律
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
職
務
責
任
諮

資

求
が
公
法
上
の
争
い
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
か
ら
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
た

と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た

f
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
は
、
職
務
責
任
請
求
が
行
政
裁

判
所
の
管
轄
権
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
行
政
裁
判
所
自
体

の
権
利
保
護
機
関
と
し
て
の
不
備
、
不
完
全
性
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

実
際
上
の
理
由
と
云
う
の
は
、
ラ
イ
ヒ
の
立
法
者
が
ド
イ
ツ
民
法

(rEi

聞
の
吋

t
n
r
2
0
2
2
N
E
n
r
l
E申
l
)
の
制
定
に
際
し
て
、
公
務
員
の
不
法
行

為
責
任

(
E
E
E
r
z
国
自
己

Em)
を
、
一
般
不
法
行
為
の
特
別
法
と
し
て

八
三
九
条
に
定
め
た
。
そ
し
て
、
八
三
九
条
に
基
づ
き
、
公
務
員
が
職
務
執

行
に
つ
き
第
三
者
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
職
務
に
違
反
し
た
時
は
、
こ

の
第
三
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
が
、
公
務
員
が
公
務
の
執
行

(
す
な
わ
ち
広
義
の
公
権
力
の
行
使
)
に
つ
き
第
三
者
に
損
害
を
加
え
た
場

合
は
、
公
務
員
の
賠
償
責
任
を
国
又
は
公
共
団
体
に
転
稼
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
被
害
者
に
そ
の
確
実
な
支
払
い
を
保
障
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
国
又
は
公
共
団
体
の
責
任
が
生
ず
る
た
め
に
は
、
公
務
員
の
行
為
が

民
法
八
三
九
条
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
云
い
か
え
れ
ば
、

公
務
員
の
職
務
行
為
に
つ
き
加
え
た
損
害
が
、
民
法
八
三
九
条
の
要
件
を
充

た
す
と
き
公
務
員
に
代
っ
て
国
家
の
責
任
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
o

こ
の
点
で
民
法
上
の
不
法
行
為
責
任
と
の
不
可
分
性
が
配
慮
さ
れ
て
い

《

M
O
U
た。

こ
の
指
定
規
定
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
生
ず
る
。

す
な
わ
ち
、
職
務
責
任
訴
訟
で
は
、
民
事
裁
判
所
は
原
則
と
し
て
金
銭
給
付

(
9
)
 

の
み
を
判
決
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
違
法
な
行
政
行
為
の
そ
の
他
の
効
果
の

解
決
は
行
政
裁
判
所
の
領
域
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
損
害
賠

償
請
求
の
衣
を
ま
と
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
民
事
裁
判
所
が
高
権
行

為
の
適
法
性
な
い
し
合
目
的
性
を
審
査
す
る
こ
と
が
否
定
し
難
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
o

職
務
義
務
違
反
の
存
否
に
関
し
て
は
、
行
為
者
た
る
官
交
の
行

な
う
行
為
が
、
公
法
規
範
に
合
致
す
る
か
否
か
の
審
査
を
な
さ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
に
し
て
民
事
裁
判
所
は
、
関
接
的
に
せ
よ
、
違
法

(
U〉

ま
た
は
合
法
的
公
法
行
為
を
審
査
す
る
裁
判
官
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
1
)

基
本
法
自
体
が
一
円
疋
の
公
法
上
の
争
い
を
民
事
裁
判
所
に
指
定
し
て

い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
別
に

H

憲
法
違
反
の
憲
法
規
定
μ

た
り
得
な

い
。
憲
法
上
の
規
定
相
互
に
於
て
は
常
に
原
則

l
例
外
の
関
係
が
あ
る

の
み
で
あ
っ
て
規
範
序
列

(
Z
2
5
2
7
5
5忌
日
)
は
な
い
。
国
・
出
2円
l

ヨ
自
ロ
山
田
・

F
0
.
∞・

ω印
ω・

(
2
)

管
轄
権
を
有
す
る
通
常
裁
判
所
は
、
裁
判
所
構
成
法
七
一
条
二
項
三

号
「
裁
判
の
禁
物
管
轄

(
E
n
r
r
z
N
5
5
E
F位
向
。
伊
丹
)
は
訴
訟
物
の
価

格
を
問
わ
ず
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
あ
る
」
に
よ
り
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
有
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す
る
。

)
 
1
 
(
 

(
3
)
m
r
E
H
一
口
庁
丘
町
Oz--口一
T
円。円}三

E
Z
N
G
u
gロハ】↑
m
r色
円
。
ロ
ハ
-
2
N
T

〈巳問
A
W

同一口
7

A
ド

0
・
ω・
ω由。・

(
4
)

職
務
責
任
請
求
の
指
定
は
、
草
案
に
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
制
定
過

程
に
於
い
て
も
こ
れ
に
関
す
る
議
論
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

国

-zoH『B
Eロ
u
p
m
-

。-ω・
8
ι
.

(5)

司
氏

2mEYω
「
口
い
り
2
門R
rめ
〈
2
4
m
-
Z口問

(U〈
)
岡
田
お
・

ω・
お
ω・

tJHC}町出
ih
』・

N
-
H由
日
同
・
∞
・
出
ω白・

切
の
出
何
・
〈
・

5
・
N
-
H
U日
ω・
(
切
の
出
N-
由・

ω・
白
日
)

(
6
)
m
r江
戸
一
回
・
白
・

0
・
ω・
ω
8
1
ω
2・

州
内
・
〉
・
回
0
2
0岡
田
山
口
口

H
O
q
m
n
r
c門N
仏
2
の
門
戸
口
仏
B
n
F
5
5
仏巾円

。同仏内門戸己戸ロ『
σロ
の
2
R
F
Z『向日円巳け

(
U
5
0
2ロ〔目見口
rge
〈
-
図
。
庁
件
。
門

g
mロロ
i
z
w
宅
ゆ
み
ミ
iω
与
の
ロ
ロ

2
・
ド
)
ω
・∞

8
・

(
7
)

ド
イ
ツ
民
法
八
三
九
条

「
公
務
員
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
第
三
者
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら

れ
た
職
務
に
違
反
し
た
時
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
、
こ
の

第
三
者
に
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
務
員
が
過
失
の
責
を
負
う

に
過
ぎ
な
い
時
に
は
被
害
者
が
他
の
方
法
に
よ
り
求
償
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
の
み
こ
の
公
務
員
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

(
8
)

歴
史
的
、
実
際
的
事
情
に
よ
る
も
の
と
一
去
っ
て
も
結
局
は
一
九
世
紀

後
半
よ
り
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
に
於
い
て
ひ
ん
ぱ
ん
に
現
れ
た

「
国
庫
説
」
の
強
い
影
響
を
受
け
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

、。
'
L
V
 

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

。OHE
H
L
F
m
F
r
o
-
N
g
L
同
町
民
B
E
D
〈・

ζ

E問。一仏門

u
T
F
r
E一戸

内日
E
C『『ぬロ己一
nroロ
河
内
nrz-
出仏

H-HU一出・

ω・
ωN出

吋，

g
L
C
H
豆
2

5
・
ロ
自
己
目
r
g
m
g
ω
押
印

H
o
n
Z
G
E
m己
m
n
z
-
2円
Nl

F
。rHrznroH)
∞-
N白
u-

回。
2
2
5日ロロ

u
p
p
C・
m・∞品∞

(
9
)

岡山の

N
-
H品
N-m-HmvuN・

(
日
)
「
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
行
為
の
違
法
性
の
問
題
を
職
権
審
理
主
義

(
C己
何
回
日
己

nrEMmω
四円ロロ仏
E
同N)
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
手
続
に
よ
っ
て

確
定
す
る
の
で
あ
る
が
行
政
裁
判
所
の
予
先
判
決
(
〈
2
2
2
n
Z↑l

ιEM国
)
が
な
い
場
合
は
、
官
吏
が
違
法
に
行
為
し
た
か
ど
う
か
の
問
題

も
ま
た
証
拠
提
示
主
義
(
回
2
Z
5
m
E開
花
E
口
P
E
N
)

に
よ
っ
て
答
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

(ω
丘口
r
一
P
P
0・
ω・
ω泊
四
)

(
日
)
こ
の
憲
法
上
の
規
定
を
ど
の
様
に
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
批
判

の
声
が
強
い
。

「
完
全
に
価
値
あ
る
行
政
裁
判
権
が
形
成
さ
れ
た
以
上
、
も
は
や
そ

れ
を
実
際
上
是
認
す
る
根
拠
を
見
出
し
難
い
」
(
∞
2
R
S百
三

ご

F

P

C-
伊
∞
品
∞
)

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
ナ
ウ
マ
ン
の
様
に
「
公
用
収
用
損
失
補
歓

請
求
と
異
な
り
、
職
務
責
任
請
求
訴
訟
に
於
い
て
は
、
私
益
と
公
益
の

衡
量
は
別
に
問
題
と
な
る
も
の
で
な
い
か
ら
そ
の
限
り
で
是
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
と
す
る
見
解
も
有
る
。

(m・
2
2
g
g
R
U
5
m
2
2
N
l

znr巾
〉
r
m
5
2
N
Z口
町
仏
巾
町
民
C
E司巾門
g
N
ι
R
N
i
-
-
E
Z
L
〈巾円〈言一門戸戸口
mml

向
。
ュ
。
一
見
込
百
円
「
2
7
ω
・
Nω-MhH)
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料

公
用
収
用
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

基
本
法
一
四
条
三
項
は

資

|
|
公
用
収
用
(
開
口
E
m
z
E
m
)
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
の
み
許
さ
れ

る
。
公
用
収
用
は
補
償
の
方
法
及
び
程
度
を
規
律
す
る
法
律
に
よ
り
、
叉

は
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
補
償

は
公
益
及
び
関
係
者
の
利
益
を
正
当
に
衡
量
し
て
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
補
償
の
額
に
つ
い
て
は
争
い
あ
る
時
は
通
常
裁
判
所
に
出
訴

と
規す
定る
す途
るTが
O~ 開

カ〉
れ
る

こ
の
規
定
は
、
ヮ
イ
マ

1
ル
憲
法
一
五
三
条
二
項
の
規
定
を
あ
ら
た
め
て

確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
云
え
ば
、
基
本
法
の
制
定
者
は
、
行

政
裁
判
所
の
概
括
条
項
の
存
在
、
あ
る
い
は
、
基
本
法
自
身
の
行
政
裁
判
権

の
独
立
の
保
障
か
ら
明
ら
か
と
な
る
新
し
い
法
状
態
に
対
し
て
、
充
分
な
考

慮
を
払
う
こ
と
な
く
、
全
く
形
式
的
に
ワ
イ
マ
l
ル
憲
法
に
於
い
て
維
持
さ

円
日
)

れ
て
い
た
規
定
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

理
論
的
に
は
、
公
用
収
用
の
許
容
性
の
問
題
に
関
し
て
は
、
通
常
で
あ
れ

ば
行
政
裁
判
所
が
裁
判
し
、
そ
の
補
償
の
額
に
関
し
て
は
民
事
裁
判
所
が
判

決
す
る
と
い
う
訴
訟
の
実
際
に
於
い
て
現
れ
る
「
訴
訟
の
複
線
性
」

(
N毛
色
l

m-oUM間
r
Z
L自
問
R
T
Z君
。
問
)
の
問
題
(
ま
さ
に
こ
れ
が
こ
の
指
定
規
定

に
対
す
る
批
判
の
一
で
も
あ
る
)
は
、
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

カミ。
こ
の
点
に
関
し
、
判
例
は
H

額
に
つ
い
て
は
μ

(
君。
m
g
L
2
出。
ro)

の

箇
所
を
、
通
常
裁
判
所
は
請
求
の
根
拠
に
つ
い
て
は
裁
判
す
べ
き
で
は
な
く

額
に
関
し
て
の
み
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
ら
ず
、
必
要
が
あ

れ
ば
、
民
事
裁
判
所
が
損
失
補
償
の
根
拠
と
な
っ
た
処
分
の
合
法
性
自
体
を

(

4

)

 

も
審
査
し
得
る
と
広
く
解
し
て
い
る
。
学
界
に
於
い
て
は
し
か
し
な
が
ら
、

(sv 

こ
の
判
例
の
態
度
に
批
判
的
で
あ
り
、
民
事
裁
判
所
が
補
償
の
額
に
つ
い
て

の
争
い
を
裁
判
す
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
す
ら
疑
問
視
す
る
動
き
が
強
く
、

〔

6
v

基
本
法
改
正
を
主
張
す
る
戸
も
あ
る
。

(
1
)

職
務
責
任
訴
訟
の
指
定
が
草
案
に
最
初
か
ら
あ
っ
た
の
と
異
り
、
公

用
収
用
損
失
補
億
請
求
の
指
定
は
草
案
に
は
な
か
っ
た
。
原
則
的
問
題

に
対
す
る
委
員
会
の
第
三
二
会
議
で
は
じ
め
て
、
マ
ン
ゴ
ル
ト
(
口
同
・

宮
g
m
o
E門
)
は
「
損
失
補
償
に
関
す
る
争
い
は
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
裁
判
所
が
判
決
す
る
」
の
表
現
を
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
が

委
員
会
は
、
二

O
条
C

(現
・
十
九
条
四
項
)
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て

い
る
裁
判
所
の
保
護
の
規
定
で
十
分
で
あ
る
と
決
定
し
た
。
一
九
四
九

年
一
月
一
九
日
の
第
二
読
会
本
委
員
会
第
四
四
会
期
で
、
委
員
の
ゼ

l

ボ

l
ム

(
U
F
ω
2
r
c
r
g
)
は
、
損
失
補
償
の
額
に
対
し
て
は
通
常
訴

訟
が
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
要
求
し
た
。
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)
 
1
 
(
 

同
年
五
月
五
日
の
第
四
読
会
で
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
自
由
民
主
党
の

提
案
が
十
二
対
七
で
採
択
さ
れ
、
翌
日
の
総
会
で
承
認
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
(
出
・
国
民
円
B
m
w
E
M
H
F
F
。・

ω・
ω21)

(
2
)

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
γ

五
三
条
二
項

|
|
補
償
の
額
に
つ
い
て
の
争
い
は
、
国
の
法
律
に
よ
り
別
段
の
定

め
が
為
さ
れ
な
い
限
り
、
通
常
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
る
:
:
:

(
以
下
層

1
1
0

(
3
)

出
・
出
巾
口
自
由
口
い
白
・
白
・
。
・

ω・
8
印・

(
4
)

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
三
年
十
二
月
八
日
判
決

(
回
〈
司
君
。
何
-

H

・
ω・
A
T
S

「
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
は
、
損
失
補
償
請
求
の
根
拠
(
の

2
E
)
に

関
す
る
争
い
を
も
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
請
求
の
額
に
関

す
る
争
い
か
ら
そ
の
根
拠
の
問
題
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
従

っ
て
、
基
本
法
一
四
条
三
項
に
基
ず
く
通
常
裁
判
所
の
専
属
的
管
轄
権

は
、
公
用
収
用
行
政
庁
が
損
失
補
償
を
全
く
認
め
な
か
っ
た
た
め
に
、

処
分
が
取
消
さ
れ
る
と
い
う
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
|
|
。
そ
の
他
こ

れ
と
同
旨
の
判
決
は
多
い
(
同
N
O
N
-
H
H
F
ω
-
N
N品
・
・
ロ
∞
・
∞
-
N
E∞J

H
N
叶・∞
-
N
∞。・・

H
N
由・

ω
・
ω
2・・

5
ω
・∞
-
H
N
?
切
の
出
N-
品
-
∞
-HO--
∞-

m-N斗
()--HN-ω
・日
N
・・

]5・
ω
・
N
∞∞)

(
5
)

例
え
ば

明

o
g
p
o『『一一円。「司
r
c
n
r
L
B
〈
244m-Zロ
m
m
B口
Z
・
出
〉
己
町
一
・

ω・印。申・

「
補
償
の
額
に
つ
い
て
の
争
い
は
通
常
裁
判
所
が
管
轄
権
を
も
ち
、
法

律
の
根
拠
に
基
ず
く
公
用
収
用
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
行
政
裁
判
所
で

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

処
理
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
複
線
性
は
時
間
的
損
失
で
あ
り
、
被

害
者
の
訴
追
に
つ
い
て
も
収
用
権
の
執
行
に
つ
い
て
も
、
非
常
に
手
痛

い
負
担
と
な
る
」

zggm凶ロロ
h
p
。
・
。
・
∞
・

N
寸・

「
民
事
訴
訟
の
口
頭
弁
論
主
義
(
〈

2
E口己
5mω
ヨ
良
一
目
立
は
、
損
失

補
償
請
求
に
と
っ
て
は
適
切
な
訴
訟
原
理
で
は
な
い
。
私
益
に
対
し
て

公
益
を
衡
量
す
る
に
は
、
む
し
ろ
行
政
訴
訟
を
支
配
す
る
職
権
審
理
主

義
の
方
が
適
切
な
訴
訟
原
理
で
あ
る
。
」

(6)

ナ
ウ
マ
ン
は
、
全
て
の
問
題
の
根
原
は
、
基
本
法
十
四
条
三
項
四
段

そ
の
も
の
に
あ
る
と
し
、
む
し
ろ
こ
の
規
定
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と

主
張
す
る

(
Z
2
5
5口一
F
P
C
-
∞・

5)

三
、
民
事
裁
判
所
の
補
助
的
管
轄
権

基
本
法
一
九
条
四
項
は

1
1あ
る
人
が
公
権
力
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
時
は
、
出
訴
の

途
が
開
か
れ
る
。
他
の
〔
機
関
の
〕
管
轄
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
通
常

裁
判
所
へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
る
|
|

と
規
定
す
る
。
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従
っ
て
、
民
事
裁
判
所
は
第
二
次
的
に
の
み
、
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
ト
法
又

は
連
邦
法
、
基
本
法
に
よ
っ
て
行
政
裁
判
所
の
権
限
に
委
ね
ら
れ
て
い
な
い

限
り
に
於
い
て
、

一
定
の
公
法
上
の
争
い
を
裁
判
す
る
権
限
を
有
す
る
(
通



料

常
裁
判
所
の
補
助
的
管
轄
権
〉
え
貯
ロ
m
m
N
5
S
E
-
m宵巳門

u
g
g
H
L
5弓
N
E
E

ωHUロ《出向
r巳
同
仏
2
2
ι
。ロユ
w
r
oロ
の
q
w宮
内
)

資

こ
の
規
定
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
る
国
庫
理
解
に
基
づ
い
た
判
例
が
一

九
二

0
年
代
か
ら
放
棄
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
一
部
は
こ
れ
と
重
複
し
て
、

公
権
力
の
侵
害
に
対
し
て
は
他
に
別
段
の
規
定
が
無
い
限
り
、
原
則
と
し
て

普
通
訴
訟
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
理
論
、
い
わ
ゆ
る
補
助
管
轄

(出回
-
P
N
E
S
E
H
m
r
o
=
)

と
云
わ
れ
て
い
抗
日
し
か
も
、
一
回
全
三
県
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
憲
法
二
条
三
項

『

2
〉

の
規
定
に
源
流
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
有
本
来
の
規
定
に
は
、
基
準
十

の
理
論
が
現
れ
、

こ
の
思
想
を
基
礎
に
す
る
も
の

九
条
四
項
二
段
に
相
当
す
る
文
一
言
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
基
本
法
の
制
定

過
程
で
ほ
と
ん
ど
議
論
の
為
さ
れ
な
い
ま
ま
、
編
集
委
員
会
(
河
内
含
E
5
5
E

(

4

)

 

ω
E
m
n
Eロ
)
の
提
案
に
従
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

行
政
裁
判
所
が
列
記
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
、
行
政
裁
判
権

が
権
利
保
護
機
関
と
し
て
通
常
裁
判
権
と
同
価
値
を
有
す
る
も
の
に
確
立
し

て
い
な
か
っ
た
時
代
的
背
景
の
下
で
は
、
か
く
の
如
き
規
定
も
、
行
政
権
に

よ
る
権
利
侵
害
か
ら
個
人
を
裁
判
的
に
救
済
す
る
意
味
に
於
い
て
、
そ
れ
な

り
の
存
在
意
義
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

〈
君
。
。
は
原
則
と
し
て
一
切
の
公
法
上
の
争
い
に
行

政
訴
訟
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
少
な
く
と
も
恕
論
的
に
は
、
特
別

な
規
定
の
存
す
る
場
合
を
除
い
て
、
「
他
の
〔
機
関
の
〕
管
轄
が
認
め
ら
れ

(
6
)
 

な
い
・
:
」
と
い
う
場
合
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
限
り
に
於
い
て
、
十
九
条
四

(

6

)

 

項
の
補
助
管
轄
の
規
定
は
、
今
日
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
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(
1
)

南
博
方
・
前
掲
書
・
一
一
一
一
一
一
貝

(
2
)

ヘ
ツ
セ
ン
憲
法
二
条
=
一
項
|
|
公
権
力
に
よ
っ
て
権
利
を
侵
害
さ
れ

た
と
信
ず
る
者
に
は
訴
訟
が
開
か
れ
る
1
l
i

(
3
)
0・
四
円
「
口
町
一

p
m・
0
ω
・
5
・

(
4
)
C・国
R
Y
O『
口

∞

-
P
0・
ω-Hω
・

(
5
)

何
回
え
E
m一
い
り
百
〈

2
4
p
r
g
m
α
m
R
R
r
g
r
R
r
o
H門

5
ι
2
ω
吉
守

円同町
ωロ目。
7
0
=

ロロ
ι
rユ己
ω
円一戸め
=
N
C
口。・∞
-
H
H
日・

(
6
)

開
ヨ
ロ
R
E
E
l司
H
C
Z
q
H
F
P
C
-

∞-EAF・

し
か
し
な
が
ら
、
全
く
意
味
が
な
い
と
云
う
わ
け
で
な
く
、
例
え
ば
、

パ
フ
オ
ッ
フ
は

「
基
本
法
に
は
、
ワ
イ
マ

l

ル
憲
法
一

O
七
条
(
ラ
イ
ヒ
と
ラ
ン
ト

に
行
政
裁
判
所
の
設
置
を
義
務
づ
け
る
規
定
)
に
相
当
す
る
規
定
が
な

い
の
で
実
際
上
は
考
え
ら
れ
な
く
と
も
、
理
論
的
に
は
考
え
ら
れ
得
る

行
政
裁
判
権
の
廃
止
や
制
限
に
対
し
て
も
ま
た
、
公
権
力
の
侵
害
に
対

し
何
か
あ
る
訴
訟
の
道
を
あ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
L

(
0・
回
目
rぇ
・
F
P
C
-
ω
・
ロ
)
と
説
明
し
、

シ
ユ
テ
イ
ヒ
は
「
今
日
、
こ
の
憲
法
上
の
規
定
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
意
義
は
、
市
民
に
対
す
る
鋲
静
的
感
覚
(
一
国
E
r】
m
g
L
の
守

E
E
)
に
あ
る
o

す
な
わ
ち
市
民
は
公
権
力
が
加
え
た
侵
害
行
為
を



げ
常
に
μ

独
立
し
た
裁
判
所
で
争
う
こ
と
が
で
き
、
公
権
力
と
対
等
の

立
場
で
そ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
保
障
を
有
す
る
の
で

あ
る
」

(
g
k
r
h
p
P
0
・∞・

8
5

)
 
1
 
(
 

第
二
款

法
律
に
よ
る
管
轄
指
定

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

公
法
上
の
寄
託
に
基
づ
く
財
産
法
上
の
請
求
権

〈
者
。
。
が
四

O
条
二
項
で
自
ら
行
っ
て
い
る
公
法
上
の
争
い
の
民
事
裁

判
所
へ
の
指
定
の
一
は
、
公
法
上
の
寄
託

(
0
ロ
g
E
n
r
同

mnrHEn-出
〈
2
・

5
z
i
u
v
に
基
ず
く
財
産
法
上
の
請
求
断
ず
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
特

別
な
規
定
が
存
し
な
い
の
で
、
裁
判
所
構
成
法
二
三
条
に
よ
り
、
争
い
の
額

に
応
じ
て
区
裁
判
所
(
〉
百
円
回
開

3
n
Z
)
、
あ
る
い
は
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
判
決

す
る
。

公
法
上
の
寄
託
に
基
づ
く
詰
求
を
民
事
裁
判
所
に
指

定
し
た
の
は
、
ま
さ
に
従
来
裁
判
所
が
伝
統
的
民
事
訴
訟
事
件
と
し
て
扱
つ

〈
君
。
。
自
体
が
、

て
き
た
立
場
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
構
成
法
の
制
定
さ
れ
た
一
八
八
七
年
当
時
に
は
、
現
在
-
お
う
と
こ

ろ
の
公
法
上
の
寄
託
関
係
は
公
法
的
に
一
評
価
さ
れ
た
権
利
関
係
で
な
く
、
直

(
3
)
 

接
私
法
上
の
原
則
に
よ
っ
て
私
法
的
評
価
が
為
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
の
公
法
理
論
の
発
展
は
、
裁
判
所
の
判
決
に
も
影
響
を
与
え
、
な
か
で

も
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
二
七
年
一
月
一
五
日
の
判
決
は
、
こ
の
様
な
寄
託

〈

4
V

関
係
の
公
法
的
性
質
を
承
認
し
た
。
こ
の
判
決
以
来
、
こ
の
公
法
的
解
釈
は

争
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
私
人
に
属
す
る
物
の
行
政
庁
に
よ
る
寄
託
関
係
が
、
公
法
関
係

に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
民
事
裁
判
所
の
管
轄

を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
判
例
の
多
く
は
、
公
法
的
性
質
が

認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
伝
統
的
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
が
否
定
さ
れ
る
も
の

(
6〉

で
は
な
く
、
以
後
も
存
続
し
得
る
と
解
し
て
い
た
。

学
界
で
は
、
こ
の
公
法
上
の
寄
託
が
民
事
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
べ
き
や

行
政
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
べ
き
ゃ
に
関
し
て
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
。

民
事
裁
判
所
の
管
轄
を
肯
定
す
る
主
張
は
、

「
公
法
上
の
寄
託
関
係
に
基

づ
く
国
家
に
対
す
る
請
求
に
関
し
民
事
訴
訟
が
許
さ
れ
る
と
す
る
の
は
、
慣

習
法
(
の
巾
君
、

D
E
Z
5
5
n
Z
)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
伝
統
的
民
事
訴

訟
で
な
く
、
そ
れ
自
体
指
定
に
よ
る
民
事
訴
訟
事
件
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

慣
習
法
は
、
ラ
イ
ヒ
法
、
連
邦
法
、
ラ
ン
ト
法
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も

へ7
〉

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
「
公
法
上
の
寄
託
に

基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
職
務
責
任
請
求
と
同
じ
く
、
別
に
、
公
益
と

私
益
の
調
整
(
〉
5
回一

2
n
y
)

に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
公
法
的
色
彩
を

(
8
v
 

持
た
な
い
と
す
る
も
の
、
等
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
多
数
の
公
法
学
者
か
ら
の
行
政
訴
訟
肯
定
論
は
、
慣
習

法
に
よ
る
指
定
は
指
定
で
な
い
と
し
、
伝
統
的
民
事
訴
訟
の
観
念
を
否
定
す
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料

(

9

V

 

る
も
の
で
あ
っ
た
。

資

〈
手
A
U
O

に
よ
っ
て
公
法
上
の
寄
託
に
基
づ
く
請
求
が
、
明
示
の
指
定
に

よ
っ
て
民
事
裁
判
所
の
管
結
と
さ
れ
た
今
日
で
も
、
こ
の
指
定
規
定
を
問
題

{
凶
〉

視
す
る
学
者
は
少
な
く
な
い
。

(
1
)

公
法
上
の
寄
託
の
法
制
度
は
、
民
法
六
八
七
条
か
ら
七

O
O条
に
規

定
さ
れ
た
私
法
上
の
寄
託
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
警
察

法
上
の
規
定
に
よ
っ
て
、
行
政
庁
が
保
護
し
た
り
、
あ
る
い
は
行
政
執

行
手
続
で
差
し
押
え
(
沼
田
口
《

r口
町
)
た
り
し
て
第
三
者
の
所
有
権
を
得

る
と
い
っ
た
場
合
に
行
な
わ
れ
る
。

寄
託
関
係
が
存
す
る
限
り
、
行
政
庁
は
そ
の
も
の
に
対
し

H

そ
れ
相

当
の
保
管
μ

(
言
問
巾
5
2
m
g
σ
C
E
R
r
-ロ
m
E
m
)
H相
当
な
管
理
μ

(
四巾

ruロ
m
o
o
r
r己
)
を
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
寄
託
関
係
が
消
滅
す
れ

ば
行
政
庁
は
保
管
し
て
い
た
物
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。

判
例
は
数
多
い
が
、
例
え
ば

l
l違
法
建
築
物
が
行
政
庁
に
よ
っ
て
差
押
え
ら
れ
た
よ
う
な
場
合
に

は
公
法
上
の
寄
託
と
認
め
ら
れ
な
い
(
わ
色
。
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
一

九
五
九
年
二
月
十
四
日

Z
』巧・

5
8・
m・
20)

|
|
一
定
の
紙
幣
を
預
る
の
で
は
な
く
そ
れ
相
当
の
金
額
を
記
入
し
後

に
払
い
渡
す
と
い
う
場
合
は
公
法
上
の
寄
託
関
係
と
は
云
え
な
い
(
連

邦
裁
判
所
一
九
六
一
年
三
月
九
日
・
切
の
出
N
・
怠
・

ω・
ωお
)

(
2
)

寄
託
関
係
か
ら
は
一
連
の
請
求
権
、
す
な
わ
ち
返
還

(
M
N
E
門町四

ωgw

国
22mmmro)
、
損
害
賠
償

(
ω
n
z
ι
g刊
号
三
N)
、
浪
費
補
償
(
〉
え
・

者
虫
色
Z
2
間話古川戸内
N
)

を
生
ず
る
が
、
〈
君
。
。
は
こ
れ
ら
全
て
を

H

財
産

法
上
の
請
求
権

H
(〈
2
2
c
m
g
u
Bの
「
己
主
百
円
〉
E
宮
2
7
)
の
概
念
の

下
に
理
解
し
て
い
る
と
云
え
る
(
∞
片
山
n
F
P
F
。・

ω・
8N)

(
3
)
E
2口一

-Cロ
g
a
z
n
y己ロ
m
g
N
C円回同円
E
目

Z
ロ

N
C由門位ロ《巴
m
r
2円
L
2

Nミ
ニ
四
2
w
r
3
-
E
C『同巾ロ門
}HnrsnrHtnr巾
ロ
回
ゆ
How-戸・同也印
ω・
ω・叶一一-

(
4
)
M
N
O
N
-
H
H印・

ω-AFNH・

ー
ー
ー
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
最
近
の
比
較
的
新
し
い
判
決
で
、
国
家
利
益
の

遂
行
に
於
い
て
す
る
行
政
庁
の
寄
託
に
よ
る
私
人
の
物
の
取
得
は
、
公

法
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
権
利
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
、

公
益
に
反
し
な
い
限
り
、
国
家
や
そ
の
機
関
に
は
、
寄
託
で
取
得
し
た

物
の
管
理
義
務
及
び
も
と
の
状
態
で
返
還
す
る
義
務
を
生
ず
る
と
い
う

原
則
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
原
則
を
適
用
す
る
限
り
、
関
税
権

(
N
o
-
-
z
zユ
)
の
施
行
に
於
い
て
す
る
関
税
物

(N♀
一
四
三
)
の
占
有
取

得
に
よ
っ
て
国
家
に
は
同
一
の
種
類
の
義
務
を
生
ず
る
。
そ
し
て
公
益

に
反
し
な
い
限
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
私
法
上
の
寄
託
契
約
に
従
っ

て
、
公
法
上
の
法
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
l
l
b

(
5
)

関
]
包
P
F
P
C
-
ω
・叶
N
・

(
6
)

連
邦
裁
判
所
一
九
五
一
年
四
月
十
二
日
判
決
(
切
の
出
N
-
H・
ω・
8
2

ー
ー
す
な
わ
ち

n
伝
統
に
よ
る
民
事
訴
訟
事
件
“
と
い
う
時
に
は
、
ま

さ
し
く

n
慣
習
法
上
の
指
定
μ

(

寝
耳
0
5
7
0
正
月
忌
己
W

Z

N
口当
2
・

2
口
問
)
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
今
迄
は

H

伝
統
的
民
事
訴
訟
事

件
"
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
代
り
に

H

法
律
上
の
指
定

μ
(
m
g
o
E
R
E
-

N
Z唱
。
山
田
百
四
)
と
並
ん
で
今
や
慣
習
法
上
の
指
定
が
存
在
す
る
の
で

北法18(3・202)608



)
 

噌

i(
 

あ
る
・
・
:
・
概
括
条
項
が
採
用
さ
れ
た
と
は
云
つ
で
も
通
常
裁
判
所
の

今
迄
の
管
轄
権
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
公
法
上
の
寄

託
関
係
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
対
す
る
通
常
訴
訟
が
排
除
さ
れ
る

わ
け
で
も
な
い
ー

i
。

連
邦
裁
判
所
一
九
五
一
年
九
月
二
七
日
判
決
(
回
の
出
N
-
u・
ω・
5
N
I

見
回
)

|
|
裁
判
所
構
成
法
施
行
当
時
の
法
解
釈
に
よ
れ
ば
、
民
法
上
の
争
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
争
い
は
、
そ
の
後
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
学
問
上

の
概
念
と
関
係
な
く
通
常
裁
判
所
に
属
す
べ
き
で
あ
る
l
l
b

(
第
一
の
判
決
は
裁
判
所
構
成
法
施
行
後
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
絶
え
ず

利
用
さ
れ
て
き
た

H

慣
習
法
に
基
づ
く
u
と
解
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が

あ
っ
た
が
、
当
時
の
実
定
法
解
釈
に
於
い
て
も
、
こ
の
様
な
慣
習
法
上

の
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Die Genetalk:lausel der Verwaltungsgerichtsordn.ung 

und die Zustandigkeit des Verwaltun.gsgerichts in 

Bun.desrepublik Deutschlan.d (1) 

Y oshiaki AKIY AMA 

Assistent， 
Juristische Fakultat， 
Hokkaido-Universitat. 

1. Seit dem Jahre' 1863， wo das Verwaltungsgericht erst in 

Deutschland (Baden) errichtet wurde， hat es sich systematisch 

und funktionell entwickelt. Wahrend mit dem organisatorisc-

hen Wiederaufbau der Verwaltungsgerichte schon im Jahre 

1945 begonnen wurde， kam es in den meisten Landern erst 

in den folgenden Jahren zu einer umfassenden ge配tzlichen

Neuordnung det Vetwaltungsgerichtsharkeit. 

Bestehende Verwaltungsgerichtsordnung von 21. 1. 1960 

(VwGO) ist die erste bundeseinheitliche Ordnung von Gerichts-

verfassung， Verfahren， Rechtsmittel und Wiederaufnahme 

des Verfahrens， Kosten und Vol1stteckung. Im ersten Kapitel 

handelt es sich uni. die Entwicklung des Verwaltungsgerichts， 

der Rechtswegsbestimmung， besonderes der Generalklause1. 

II. Der Verwaltungsrechtsweg ist grunds詰tzlich in allen 

りffentlich-rechtlichenStreitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher 

Art er出fnet( S 40 Abs. 1 S.1 VwGO). Doch kann durch“aus-

druckliche" Zuweisung des Bundesgestzgebers auch inりffent-

lich-rechtlichen Streitigkeiten ein andere Rechtsweg erりffnet

werden. 1m zweiten Kapitel solIen die Normen des Bundes. 

rechts， die Kompetenzen der Zivi]gerichte in offent1ich-recht-

lichen Streitigkeiten begrunden， zusammengestellt werden. 

1m Anschlus hieran ist die Verfassungsm泌igkeit und 

die Zweckmasigkeit dieser Zuweisungsnormen zu untersuchen. 
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